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O相 澤会長 そ れでは、定刻になりましたので、第8回 の科学技術イノベーション政策推進専

門調査会を開催させていただきます。ご多忙中のところ、ご出席いただきまして、まことにあ

りがとうございます。

本日、ご都合により、自石議員、平野議員、庄田委員、松本委員はご欠席との連絡をいただ

いております。また、青木議員は遅れてご出席と伺つております。

皆様、ご承知のように先週金曜日に衆議院が解散となりました。この政治状況について、ま

ず倉持統括官から説明していただきたいと思います。

O倉 持統括官 今 、相澤先生からお話がございましたとおり、先週16日に衆議院が解散となり

まして、12月4日 公示、16日投開票という日程で衆議院選挙が実施されることになりました。

これによりまして年末の政治日程に大きな枠組みが持ち込まれたという状況になつています。

他方、行政についてでございますけれども、官房長官や、私どもの担当の前原大臣が記者会

見で1)述べておられますけれどt)、選挙となりましてt)閣僚としての仕事は次の内閣ができる

まで精一杯努力しなければならない、端境期だからといって行政の空白をつくることは許され

ないということをおつしやつておりまして、政府各部局は粛々と業務に当たるべじというふう

にされてお ります。

先週、科学技術政策担当大臣と政務三役と有識者議員の会合におきましてt)、加賀谷大臣政

務官から、行政を空白にすることはできない、日本の将来にとつても科学技術、この重要な部

分が停滞 しないように一生懸命取り組んでいくというご発言をいただいたところでございます。

当専門調査会におかれましては、総理からの指示も踏まえまして、システム改革に関する課題

につきまして、ご審議いただいているところでございますけれども、これはまさに我が国の科

学技術イノベーション政策にとって大変重要な内容であるということに何ら変わりはございま

せん。 したがいまして、いろいろなタイ ミングにつきましては我々事務方といたしましてt)、

関係部局ときちんと調整してまいる所存でございますけれども、その内容、中身についてのご

検討につきましては、後送りということではなくて、ぜひ鋭意進めていただきたいと、この点

を委員の皆様にご理解を賜りながら、ぜひご審議を進めていただくことをお願いしたいと存じ

ます。

O相 澤会長 そ のような状況でございますので、本来の科学技術政策推進ということで、この

専門調査会に課されているミッションは何ら揺らぐ1)のではございません。 したがいまして、

むしろこういう政治情勢ですから、目標としていた日程が場合によつては早まるというぐらい

の気持ちで今後も議論を続けていただきたいと思います。

それでは、事務局から配布資料の確認をさせていただきます。

○小川企画官 確 認させていただきます。

まず、議事次第、名簿をお配りしております。議事次第にありますように今日は議題が3つ

でございます。 1つ 目の仕組みについての資料は、2-1、 2-1の 別添、2-2か ら2-5

でございます。 2つ 目の議題の、タスクフォースの提言につきましては、資料 3で ございます。

その他の議題につきましては、資料4並 びに資料 5を準備 しております。また久問委員並びに

庄田委員より意見とい うことで 1枚提出していただいておりますので、一番最後に添付をさせ

ていただいてお ります。不足がございます場合には、事務局までご連絡をお願いいたします。

○相澤会長 あ りがとうございました。

資料 1は、前回の議事録でございますけれど1)、それぞれご発言の部分については既に確認

をしていただいております。ここで全体をご承認いただけますでしょうか。

ありがとうございました。それでは、ただいまの議事録をご承認いただいたことにいたしま

す。

議題 1は、科学技術イノベーシヨンを促進する仕組みについてであります。これまでいろい

ろと議論を続けてきているわけですが、この専門調査会のほかに各戦略協議会、基礎研究 。人

材育成部会等で議論t)進んでおります。今日は、それら1)ご報告をいただきながら、全体とし

ての議論を進めさせていただきます。

それでは、資料 2-1か ら2-5に ついて、事務局より説明をお願いいたします。

○柚谷参事官 そ れではまず私から、資料 2-1に 基づきまして、イノベーション専調全体と

してほかの協議会、部会の内容1)含めた最終的な取りまとめの骨子についてご説明いたします。

まず、表題を科学技術イノベーション促進のための仕組みの改革 (案)と してございまして、

副題はイノベーシヨン創出環境の革新としてございます。全体の構成ですけれども、冒頭に検

討の背景というものを置きまして、その後のメインの部分としましては、 1と Ⅱの部分に大き

く分けてございます。これは第4期 科学技術基本計画がその課題達成と基礎研究というのが車

の両輪となつていることに対応しております。

内容を見ていきたいと思います。まず 1ページですが、検討の背景として、大きな背景を書

いておりまして、最初の○では我が国のGDPの 伸び悩み、産業の国際競争力の激化、その他

さまざまな社会、経済課題が山積 している一方、種々の指標を見ると我が国の科学技術イノベ

ーションカの国際競争力が低下しているとしてございます。

次のOで 、その原因はオープン化、グローバル化、優れた人材の獲得競争によつて迅速かつ

― ― |
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効果的なイノベーションを目指す世界的な競争に特に我が国の公的部門の対応や仕組みが遅れ

ているからだとしてございます。ここを受けまして、この後の仕組みの改革の対象は公的部門

を対象にしているということであります。

3つ 目のOで すけれど{)、4期 計画は先ほどt)述べましたように、車の両輪の課題達成と基

礎研究からなっているということでありますが、この両輪が円滑に回っていくためには、国と

しては研究開発をするだけではなくて、関連する規制や制度1)含めまして、政策や仕組みを改

革しなければならないとしております。最後のOで 、この専門調査会自身と3つ の戦略協議会、

基礎研究 。人材育成部会が検討した内容をこの専門調査会が取りまとめたということを書いて

ございます。

2ペ ージロから、改革の中身に入ってまいります。 Iが 先ほどt〉申し上げましたけれど1)、

課題達成部分でございまして、表題 としましては、課題達成型科学技術イノベーションのため

の構造改革と名づけました。この冒頭部分に少し前書き的なところがございまして、ここでは

課題達成のためには政府 ・民間企業など多種多様な関係者の多数の活動とか仕組みが調和的 ・

統合的でなければならないけれど1)、これまでは関係する組織や制度が蛸壼化 し、閉鎖的だつ

たとい うことで、いろいろな垣根を越えて戦略的な連携、オープン化が必要であるとしていま

す。第 2パ ラグラフで、国は多様で幅広い関係者が一体となつて課題達成に取 り組むことがで

きるように主導し、既存の組織、人材に限らずあらゆる知を結集 し、リスクヘの果敢な挑戦を

後押しする改革をすべきであるとした後に、社会課題の中で1)特に被災地の復興 。再生という

のは現場の眼前のニーズに特に迅速に応えることが切実に問われている、文章には書いていま

せんけれど1)、いわば究極の課題解決型であるというふ うにしてございます。

この Iの内容が 1か ら4ま で4つ あるのですけれども、最初の1は課題達成のためのプログ

ラム形成の革新という表題です。ここの冒頭部分で総合科学技術会議は課題達成のためにアク

ションプランで各府省の研究開発予算を誘導はしてきたけれども、それだけではなく、特定の

課題達成の目的のもとで、科学技術のみならずそれ以外の行政分野、規制や制度などt)含めま

して、関係府省や民間も含めて、多様なプレーヤーが一体的に単なる、連携ではなくて融合と

言えるような形で施策を形成 し、かつ推進、実施する必要があるとしております。

改革すべき点、問題の所在が中ほどからございますけれども、各府省の研究開発プロジェク

トが分断されている、特に事業化、産業化に向けた異分野との連携や省庁連携が不十分である

とし、それに対応した対応方針の例としましては、なお、12月20日に最終的にまとめるときに

は例を落とした対応方針にするということが想定されますが、先ほど述べたような融合を行い
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まして、政策を形成 ・推進する、仮称で課題達成型プログラムを設けたらどうかとしてござい

ます。

プログラムとプロジェクトと2つ の言葉が出てまいりますけれども、この違いは前回もご説

明いたしましたが、この2ページの一番下に書いてございます。プログラムは目標達成に向け

て各手段を組み立てた計画や手順に基づく取組でありまして、複数のプロジェクトを包含する

と言えます。

なお、総合科学技術会議の専門調査会が第4期 計画に合った評価のあり方を年末までに取り

まとめようとしておりますけれども、そこでもプログラム化の方向が議論されているところで

あります。

具体的には課題達成型プログラムとは何なのだということなのですけれども、ここにつきま

しては、個別のテーマによりまして関係省庁その他関係者間の関係性が違ってくると思われま

すので、一概にどういう内容とするのかというのを示すのは今のところ難 しいので、個別テー

マを選定していく中で、どういう内容とするか考えていく必要があると考えています。いずれ

にしましても総合科学技術会議が何らかの形で主導していく必要があると考えます。現時点で

は、ここにテーマ例と書きましたが、 iPS細 胞の医療応用加速化というのがテーマの候補で

あると考えております。

また、ここの資料でスキームと書いてあるところなのですけれども、どういう制度設計なり

体制なり運営なり実行なりのマネジメントをするかということでありますけれど1)、どういう

ものがいいのかとの参考になる既存のやり方、制度がございまして、それを参考資料、この別

添の中につけてございますので、ちょっとそれを紹介いたします。

資料2-1の 別添でございますけれども、そこの 7ページに今までの総合科学技術会議主導

の主な既存制度の例を2つ挙げています。左が先端医療開発特区の例でございまして、先端医

療開発特区は規制制度面を含めまして一定の成果が上がってきていると認識しています。もう

1つが右側にあります社会還元加速プロジェクトというのがありまして、これは総合科学技術

会議が司令塔となり、課題解決を図るために関係府省、官民連携で推進 し、実証研究として社

会還元を加速するというt)のであります。この2つが参考になると考えております。

詳 しいご説明は省略いたしますけれども、例えば社会還元加速プロジェクトにおきましては、

こういう仕組みなのですけれど()、研究開発実証を超えた規制改革などの取組、仕組みの改革

の部分の成果が必ずしも十分でないのではないかともされておりますし、これら既存の制度の

経験も踏まえながら個別のテーマに応 じて課題達成を確実に実現できるようなプログラム設計



を行つていく必要があるかと考えてお ります。

iPS細 胞の医療、応用、加速化のプログラムに関しましては、現在、先端医療開発特区の

中で、 iPS細 胞医療応用加速化プロジェクトというのがありますので、例に挙げました iP

S細胞の医療応用加速化の課題解決型プログラムをつくつていく際には、今のプロジェクトを

発展させたものにして、より有効なものにしていくということが考えられます。

なお、先端医療開発特区とはなんぞやとか、今行つている iPS細 胞医療応用加速プロジェ

ク トの参考資料はこの7ページの前の4、 5、 6ページにつけてございますが、説明は省略い

たします。テーマをもう1つ、2つ なり、内閣府のほうで絞つて選びながら内容をさらに詰め

たいとは考えてございますが、今 日は例ということであります。

続きまして、 2に移 ります。 3ページですけれどt)、表題はオープン ・イノベーションに対

応 した知の結集 としてございます。我が国が社会課題の達成、それから産業競争力の強化など

の国益を実現するためには、既存の組織、人材だけでなく、あらゆる知を活用しなければなら

ないが、国は必ずしもこれを実現できていないというのを頭のところに書いてございます。具

体的には、改革すべき点の 1つ 目のOで すけれども、国内の公的研究開発拠点などの研究環境

が不十分であるので、対応方針の例に移 りますが、大学、公的研究開発機関の国際的な研究者

の取り込み、国際的研究機関との連携が不足であるとしております。 2つ 目のOが 、我が国の

研究開発プロジェクトヘの世界の知の取込みが不十分としておりますが、前回もご紹介しまし

たけれども、欧米では外国企業をプロジェクトに取り込t)うとしておりますが、我が国が強い

技術と欧米などが強い技術を戦略的に融合するなどの場合には、国際標準の獲得につながると

いうようなことで、産業競争力の強化につながると、ここではしております。

対応方針の例ですけれども、最初の○は大学、公的研究機関の研究開発拠点の環境整備とし

て、給与 ・退職金などの雇用環境、組織管理、運用の柔軟性が少ないとか、施設の共用化が例

えば米国などと比べると進んでいないとか、機関の幹部の国際化が進んでいない、優秀な人材

確保につながるそういう幹部の国際化が進んでいないということを改めるということを書いて

ございます。

2つ 目の○では、特段法令上の制約がなくて1)国益に資する場合がどういうものかという考

え方のルールがはつきりしていない、技術流出防止のための知財ポリシーもはつきりしていな

い、とい うことで、これらを解消していく、ということを対応方針の例としております。

その下の 3ですけれども、リスクヘの挑戦ということでありまして、ここでは特にグリーン

分野、ライフイノベーション分野のように、新規市場 とかハイリスクの分野でリスクに挑戦す

る研究開発型ベンチャー企業や中小企業への期待が高まっている、特に、時間、お金のかかる

創薬分野への対応が必要としてございます。

改革すべき点では、研究開発型ベンチャー企業や中小企業は依然、資金やノウハウが不足で

ある、ベンチャー 。キャピタル等によるリスクマネーの供給、政府支援が不十分であるとして

おります。また、11薬のアカデミアのシーズと企業ニーズのマッチング、事業化資金手当てな

ど国を挙げた取組が不十分であるとしております。

対応方針では、次のページに移 りますけれども、ベンチャー、中小企業支援は、①の金融的

支援強化としまして、アメリカでは使われているけれども、日本では使われていなかつた種類

株式の活用の促進や産業革新機構のリスクマネーの供給を拡大していくということとか、イで

ありますけれども、日本版SBIRの 拡充、ベンチャー企業との連携を必須とするプログラム

などの整備など、国の研究開発プロジェクトヘの取込みを挙げています。

さらに②では、優れたベンチャー 。キャピタルのノウハウ伝授、目利き機能の活用など、ベ

ンチャー機能の活用を挙げました。ベンチャー支援は民間資金によるリスクマネーの供給の促

進と国費による直接の支援の両方の充実が必要と考えられますけれども、先ほど申し上げまし

たが、前者について米国ではベンチャー ・キャピタル投資の手段として使われている種類株式

への投資が我が国では法令が不明確だつたために行われてこなかった、それを改めて定着させ

る取組を行 うこととし、後者の国が直接国費を出すことにつきましては、アメリカで成功され

ているとされている制度を参考に第4期 基本計画にもありますように、日本版 SBIRの 拡充

としまして、ベンチャー企業が参加しやすくなるような多段階選抜方式導入推進とか、各省庁

の研究開発予算への多段階選抜方式の導入目標の設定の検討につきまして、内閣府と中小企業

庁を中心に行つていくということが考えられます。

ベンチヤー ・キャピタルのところですけれども、研究開発の内容や成功可能性を政府が判断

するということはますます難しくなっておりますので、ベンチャー ・キャピタルの目利き機能

などを活用することが重要であると考えられます。参考になります資料として、別添の14ペー

ジでは、種類株式の話につきまして、それから15ページ、16ページでSBIRに つきましてつ

けております。説明は省略いたします。

4ペ ージの4.復 興 ・再生の早期実現でございますけれども、復興 ・再生の早期実現は被災

地の復興 。再生で、先ほど究極の課題解決型と述べた部分でございまして、この後、復興 ・再

生戦略協議会の検討状況の報告がございますので、それを踏まえてご審議いただきたいと考え



ております。

その下のⅡの部分ですけれど1)、ここは基礎研究力の抜本強化ということでありまして、1

から3の 3つ の項目がございますが、この部分もこの後基礎研究 。人材育成部会の検討状況の

報告がございますので、それを踏まえてご審議をいただきたいと考えております。以上です。

O相 澤会長 そ れでは、引き続き戦略協議会及び部会から報告をお願いいたします。

O加 藤参事官 復 興 。再生協議会を担当してお りますカロ藤でございます。よろしくお願いしま

ケ。

資料 2-2と して前回の11月8日 に開催いたしました協議会の資料から2ペ ージ抜粋してご

紹介をさせていただきたいと思います。

まず、資料に入ります前に、復興 。再生戦略協議会では、被災地の早期の復興 。再生の加速、

これが戦略協議会で最も取り組むべき重要なものという認識のもとに、仕組みの見直しの検討

を進めてございます。

そんな状況でございますので、アクションプランとの関係でいきますと、平成25年のアクシ

ョンプランの成果を活かせるのは、早くても26年以降とちょつと先の話になりますので、復

興 ・再生戦略協議会に関しては、アクションプランにあまりこだわらずに皆様方にご議論をい

ただいて、現地の復興 ・再生を加速するような科学技術関係の仕組みの見直しに言及できれば

ということで進めさせていただいてございます。

このページ、全体のイメージ、ものの考え方をまとめさせて1)らつていますけれども、この

ペーパーにつきましては、被災地の復興 。再生を加速するためにということで、左のほうにB.

解決すべき課題と青枠で囲つたところがございます。現地の課題を大きくまとめますと、ここ

に (1)か ら (6)ま で書いてございますように、医療体制の再構築、雇用の話、まちづくり、

がれき処理、それから公共鉄道網がなかなか回復 してないというご意見を県の復興の課題 とし

てまとめている県もございますので、5番 目。それから、除染の話という6つ のテーマをもと

に、どのようなものが阻害要因になつているかというご議論をいただいて、前回のときは右に

ございますように、見直しのテーマとして、また同じく6つ、 (1)か ら (6)ま で掲げてご

議論をいただきました。

1つは、遠隔医療、それから (2)は 雇用の話、まちづくりの話などにおきまして、技術シ

ーズと復興ニーズのマッチングを促進させるようなマネジメン トとか、成功事例を広めるよう

な仕組みがいるのではないか。それから、3番 目は、まだまだ十分確立していないような技術

を体系化するべきではないか。それから、4番 目として、がれきの処理、これを復興工事等の

資材の有効活用という観点でまとめられないか。それから、5番 目は異色なので、中ほどに要

因のところで、下から3つ 目に④というのがございますけれど1)、今回の震災でいろいろ技術

がありますけれども、制度がなくてすぐに使えなかったというのが震災直後はございましたの

で、こういつたことがないように、現在も、復旧工事の仕組みがあるのですが、復旧だけでは

なくて、将来に向けた可能性を検証できるように、 (5)と して新しい仕組みづくりみたいな

ことができないか。それから、除染の話、この6つ で皆様方にご議論をいただいたところです。

皆様のご意見を踏まえながら、さらに情報収集し、また必要に応じて協議会の専門委員の方々

のお話も開きながら、最終的なまとめをしていきたいと思います。

2ページにつけましたのは、当日、座長からちょうだいした 1枚紙をちょつと僣越ながらつ

けさせていただいてございます。項目が多岐にわたるので、まとめるときはこんな形で2つ に

分けたらどうかというご提案をいただいていますので、こんな方向で協議会としてまとめてい

きたいと思います。

1番 として、科学技術を用いて加速するための仕組みの見直し、それから2つ 目については、

仕組みには関わらないかもしれませんけれど1)、技術開発、あるいは教訓を活かして、1)ろ1)

ろ加速していくための取組の推進という、こういう2つ でまとめていきたいと思ってございま

す。

1番の中ほどに書いてある文章を先ほど柚谷から説明した資料に一部引用させていただいて

ございますし、それ以外にも協議会のまとめの中では、2番 の (1)か ら (3)に 書いてある

ようなことについて最終的に加速をさせる取組としてまとめていきたいなということで座長か

らちょうだいし、意見交換いただいてございます。

途中状況でございますけれども、以上、復興 。再生の説明を終わらせていただきます。

O相 澤会長 そ れでは、次はグリーンでしょうか。

○岩崎参事官 そ れでは、資料 2-3を ご覧ください。システム改革に関する討議といたしま

して、これまでグリーンイノベーション戦略協議会でのご議論及びメール等でちょうだいいた

しましたご意見をもとに対応方針骨子案を作成いたしまして、11月5日 に開催いたしました第

7回 グリーンイノベーションの戦略協議会の資料としてご用意させていただいた1)のを抜粋し

て、この資料とさせていただきました。時間の制約がございますので、ごく簡単に本戦略協議

会での議論についてご報告させていただきます。

まず、ワー ドで示 しました、システム改革等イノベーション実現するための方策 (対応方

針)(骨 子案)を ご覧ください。 1の 検討の背景については省略させていただきます。 2番 目
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の改革すべき点、問題の所在でございます。本協議会では大きく3つの点についてご議論いた

だいてお ります。出口志向の研究開発を成立させるに当たつての問題といたしまして、現場研

究者の意識に加えて、異分野、省庁連携について指摘されております。

2番 目の事業化に至る確率を向上させるに当たっての問題につきましては、起業へのチャレ

ンジングやベンチャー企業への支援の重要性が議論されております。

3番 目の産業化 ・社会への定着の達成と成長を支援するに当たつての問題といたしましては、

規制や制度、インフラ等の事業環境の整備やそれから支援の縦311りなどが本協議会では指摘さ

れております。

ページをめくっていただいて、次のページの冒頭には、すべてのステージに関連した問題点

として、まず 1つはプログラム ・プロジェクトマネジャーの重要性、それからベンチャー等の

支援に対する予算の複数年度化といったことが挙げられております。

対応方針といたしましては、当協議会で議論 されたのは 1と してアンプレラ型のプログラ

ム ・プロジェクトによる先導的実証事業の実施、これは資料 2-1の 課題達成型プログラムと

いうことに対応するかと思います。それから、2番 目としましては、グリーンイノベーシヨン

の創出を目指す起業家等の支援ということの2つ を対応方針として本協議会では取りまとめて、

議論させていただいております。これらにつきましては、イメージ図にまとめておりますので、

次のページをめくってご覧ください。

こちらに本協議会の先生方にいただいたご意見等、前のページの箇条書きでございますけれ

ども、それをもとに図に起こしたものでございます。まず、上の図がアンプレラ型のプログラ

ム ・プロジェクトによる先導的実証事業のイメージ図でございます。ポイントといたしまして

は、 1つ の府省がプロジェクト・プログラム全体の責任府省となり、実証全体を管理する規制

等を所管する府省も一体となる。それから、明確な権限のもとでプログラムマネジャーを位置

づける。あわせて実証に必要な予算を複数年度でコミットする。というようなことを図に起こ

したものでございます。

それから、下の図がグリーンイノベーションの創出を目指す起業家等の支援のイメージでご

ざいますが、ポイン トといたしましては、起業家を支援するために国費を投入するのだという

こと。それから、支援するために民間のベンチャー 。キャピタル等のノウハウを最大限に活用

していこう。そのために国費を、起業を目指す人やそれを支えるベンチャー ・キャピタル等の

支援に投 じるとともに、キャピタリス トのような目利き、その人材育成に振 り向けてはどうか

とい うこと。また、国の支援により民間等の支援を引き出しやすい環境を熟成していくという

ようなことで議論をさせていただきました。

前回の協議会の場では、例えばアンブレラ型プロジェクトに関しましては、すべてのグリー

ンの分野がこの形でのイノベーシヨン倉り出は実現できないだろうということ。あるいは、プロ

グラムマネジャーが大変重要となるが、その役割や権限についてはさらに議論を深めたいとい

ったご意見をいただいております。

また、下の起業家支援につきましては、補助金からファン ドヘの方向転換が重要であろうと

いうことや民間のベンチャー ・キャピタルではなく、右側のリミッテッドパー トナー、LP出

資と書いてある出資への位置づけのほうがいいのではないか。あるいは民間と国との出資比率

を明記してもいいのではないかというご議論がございました。現在、協議会後も構成員の先生

方からメール等でご意見をいただいたところでございまして、次回協議会でグリーンイノベー

ション戦略協議会としてのシステム改革を実現するための方策を取りまとめていく予定でござ

います。以上でございます。

○相澤会長 あ りがとうございました。

それでは、ライフお願いいたします。

○北窓参事官 ラ イフイノベーション担当参事官の北窓でございます。ライフイノベーション

戦略協議会では、H月 1日に第 7回の戦略協議会を開催 しました。そこの席上では、今までの

ご議論をもとに、座長、副座長とご相談の上、6つの対応方針を出したところでございますが、

戦略協議会の席上で、6つ というのはなかなか多いので、それを3つ程度に大括 り化 して提出

すべきではないかというご意見が出されたところであり、本日提出した資料 2-4は 、座長、

日l座長にご相談の1)と、3つ にまとめた案を出しておりますが、各構成員の専門委員の先生方

等にお諮 りするのはこれからになりますので、あくまでも現段階での案であるということをご

了解いただければと思います。

それでは、資料 2-4に 従ってご説明させていただきます。まず、 1番の府省を超えた課題

達成型研究開発プログラムの創設でございますが、これは平成25年度の科学技術重要施策アク

ションプランヘの各省からの施策提案でも、同一領域への複数の府省からの提案も認められて

おります。各省が共通の目的の1)とに適切な役割分担を行い、研究開発施策の推進において連

携することは課題達成の迅速化につながることが期待される一方で、連携を実りあるものとし、

研究開発の効率化、迅速化を行うためには府省を超えた強力なプログラムマネジメン トが求め

られますが、現状では必ずしもその機能は十分であるとは言えません。したがいまして、特に

開発研究が実用化の段階についている分野では府省を超えた強力なマネジメン トが必要であろ
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うということです。

このため総合科学技術会議が科学技術予算の重点化ツールとして位置づけている科学技術重

要施策アクションプランや関係省庁との共同で進めている、先ほど柚谷参事官からも話がござ

いました先端医療開発特区、これは複数拠点の研究者をネットワークで結んだ複合体が行 う研

究プロジェク トでございまして、行政地区単位の特区ではなくて、テーマ重視の特区として、

平成20年からやつてきたというものでございますが、こういう仕組みを活用したプログラムマ

ネジメントの強化を提案してはどうかということです。

なお、先端医療開発特区については、先ほどの資料 2-1の 4ペ ージロに先端医療開発特区

の説明のペーパーが準備されています。趣旨としては、研究資金の統合的かつ効率的な運用や

開発段階からの規制を担当する機関等と意見交換や相談を試行的に行 うことで、最先端再生医

療、医薬品、医療機器の開発、実用化を促進する。医薬品、医療機器再生医療の場合は、人に

おける臨床試験の段階というのを経なければなりませんので、ここの隆路というのでしょうか。

ここの部分をいかに乗り越えるかということに知恵を絞つた形の特区でございます。

一番下に書いてありますように、 iPS細 胞応用、再生医療、それから革新的な医療機器の

開発、革新的バイオ医薬品の開発、国民健康に重要な治療、診断に用いる医薬品、医療機器の

研究開発のそれぞれの分野で、全体として24のプロジェク トを特区として採択して進めてきて

いるところです。

そのうち iPS細 胞関連のt)のを次の 5ペ ージ、6ページに示してございますので、ご覧く

ださい。 5ペ ージロは、山中先生の iPS細 胞医療応用加速化プロジェク トでございます。 6

ページロは、これは iPS細 胞創薬、 iPS細 胞を用いた創薬の加速化で、6ページのプロジ

ェクトからは肝臓細胞の誘導に成功しまして、現在株式会社リプロセルで実際に毒性評価のキ

ットを製品化して販売しています。以上が 1番 目の項目についての説明です。

それでは、資料 2-4に 戻つていただきます。

2の (1)オ ープン ・イノベーションの強力な推進ということで、例えばライフイノベーシ

ョン分野でございますと、多くのライフサイエンス系の研究のアウトプットというのがデータ

として残るわけでございますが、公的研究資金の配分に当たっては、ライフサイエンス統合デ

ータベースが現在 JSTで 進められつつありますので、そうした統合ベースに研究成果である

データの提供を要件として任すことなどが考えられるということでございます。

これについては、部分的には文部科学省の科研費、厚生労働省の厚生科学研究費等々で既に

実施されているところであり、経済産業省でもそのような取組をご検討いただいているという

ことなので、そういつた取組を後押しする面で一層進めてはどうかということでございます。

2-(2)と しては、研究開発段階がある一定の段階に達した創薬研究、例えば最適化をク

リアした段階、そういう創薬研究に対する公的研究資金の提供というのを集約化してはどうか

ということで、現在、医療イノベーション5カ年戦略においても基礎研究等から医薬品の実用

化まで切れ日なく支援するためのオールジャパンでの創薬支援体制として関係府省の協力によ

り関係府省創薬関連研究機関等による創薬支援ネットワークを構築するということがうたわれ

ておりますので、こうした創薬支援ネットワークに集約することが考えられるのではないかと

いうことでございます。

次に3番 目でございますが、これは革新的な医薬品、医療機器再生医療の実用化支援の充実

ということで、事業化、産業化の部分では大きな資金が必要でございますので、 (1)と して

産学マッチングファンドや産業革新機構、財政投融資を通じたバイオベンチャーヘの支援及び

従来からございます制度である希少疾病用医薬品 ・医療機器の開発支援の充実強化ということ

が考えられる。それから、再生医療だけではないですが、再生医療の実用化においては、特に

質の高い臨床研究ということが求められますので、質の高い臨床研究を進めるための基盤整備

というものが考えられるのではないかということです。

(1)で 申し上げました産業革新機構については、資料 2-1の 別添の17ページに産業革新

機構の仕組みを準備していただいております。産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特

別設置法に基づき、平成21年4月 に設立されたものでございます。知財ファンドやベンチャー

企業等に投資しておりますが、バイォベンチャーには現在 2社 の投資が行われているという状

況です。今後、12月の第8回 の戦略協議会で以上のようなたたき台をもとに、最終的に仕組み

の改革について提案いただくこととしてぉります。以上です。

○相澤会長 あ りがとうございました。それでは、基礎研究 。人材部会、お願いいたします。

○安問参事官 資 料 2-5を ご覧いただきたいと思います。基礎研究 。人材育成部会の概要を

ご説明申し上げます。ご案内のとおり当部会の議論の対象は大変幅広 うございます。反面、年

末までに取りまとめが求められているということから、その対象分野を絞 り込む必要がござい

ました。結果と致しまして、今、ご覧いただいております資料 1ページにございますとお り、

近年さまざまな国際指標の低下としてあらわれており、関係者に危機感を持って受け止められ

ております基礎研究力の相対的低下ということについて集中的にご議論をいただいているとこ

ろでございます。

前回の本調査会で状況をご説明申し上げて以降、本部会は2回 開催されたところでございま
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す。それぞれの回では資料の2ページロ、 3ペ ージロでご覧いただけるような論点について、

具体的なご意見をちょうだいしたところでございます。一方、その間、11月2日 には山中教授

ご参画のもと、総合科学技術会議本会議が開催されました。その際に、資牟}4ページロにござ

いますが、総理並びに科学技術政策担当大臣から関連事項についてご指示があつたところでご

ざいます。こういつたことも踏まえて、ご議論を頂いていたところでございます。今後、これ

までの席上でのご議論、またはその後、書面でいただいたご意見を踏まえて取りまとめを行 う

こととしてございます。

論点を踏まえますと、取 りまとめの構成としましては、資料 2-1に ありますような構成が

考えられるところでございますが、現状ではあくまでもイメージでございます。したがいまし

て、個々の対応方針につきましては、現時点では空欄となっております。今後、松本座長、上

山副座長ともご相談の上、内容について整理し、12月の冒頭、4日 に予定している次回会合で

はいただいたご意見を踏まえました取りまとめ案について、ご議論いただく予定にしてござい

ます。以上でございます。

○相澤会長 あ りがとうございました。戦略協議会及び部会での検討が着々と進んでいるとこ

ろであります。そこで本 日この専調で議論いただくのは、資料 2-1で あります。この資料 2

-1の 初めの部分は検討の背景ですので、これについては特段のご指摘があればということで

ありますが、主として議論 していただくことは、 二課題達成型科学技術イノベーションのため

の構造改革、Ⅱ基礎研究力の抜本強化、こういう2つの大きな柱立てをしてまとめていこうと

いうことです。

1については、この専門調査会が主たる検討母体として検討 しようとしていたことも含まれ、

かつ各戦略協議会の検討されている状況を踏まえて、それを総括し、こういう整理をさせてい

ただいております。■のほうは、基礎研究 。人材部会で検討されている内容をこういう筋でま

とめていかれるのではないかとい うことでの整理であります。

まず、初めにこういう整理の仕方をして、太めのものを柱としようという初期の考え方で進

めていこうというところについてのご意見をいただければと思います。これからご質問でもご

意見で1)結構でございますが、ご意見をいただく前に、既に書面でいただいているご意見がご

ざいます。これは庄田委員及び久問委員から寄せていただいております。久問委員より、でき

るだけ簡潔にご説明をいただければと思います。

○久問委員 そ れでは、簡潔に説明させていただきます。この資料を出させていただいた背景

は、私が企画部会長を務める経団連の産業技術委員会において、産業競争力向上についての検

討や提言をまとめており、庄田委員も同委員会のメンパーであることから、今回連名で提言を

提出させていただいたものです。

お手元の資料で、説明しますけれども、上から3行 日、今回の第4期 基本計画の理念を実現

するためには、これまでの仕組みを抜本的に見直 し、科学技術イノベーシヨン政策の範囲、指

揮命令系統、責任及び権限を明確にした上で、イノベーション創出に向けた国全体の推進体制

を強化することが不可欠です。

仕組みの改革を今、議論しておりますが、何と言つても、 1つ 目に強力な司令塔の実現が重

要です。それから、2つ 目が資源配分の仕組みの改革。 3つ 目が大学、大学院の改革。これら

を重要な柱と掲げるべきと考えております。

まず、 1の 強力な司令塔の実現ですが、2行 日に記載 しているとおり、H月 9日 に総合科学

技術会議の総合科学技術 ・イノベーション会議への改組に関する閣議決定がなされました。然

し、これにより強力な司令塔が実現できるとは言い難いと思います。今回の閣議決定はあくま

でも第一歩であり、さらなる改革を進めて司令塔の強力なリーダーシップのもと、府省横断で

科学技術イノベーション施策を推進できる体制を構築すべきと考えております。これが 1点 目

です。

2点 目は、資源配分の仕組みの改革です。これまでは各省ごとに実施されているフアンディ

ングの仕組みを、基礎研究から事業化まで一貫した支援が行われる仕組みへと改革すべきと考

えます。その際、イノベーションの主体は民間であるという認識のもと、産業界が中心となつ

た産学連携への政府支援を拡充することが重要であると考えます。また、基礎から社会実装ま

での一貫したマネジメント体制、具体的にはテーマの設定、研究組織、予算規模、期間、評価

システムなどの整備が極めて大切と考えております。

3点 目が大学、大学院の改革です。高等教育は文教政策として文部科学省の専管とされてい

ますが、少なくとも医学、理工系の大学、大学院については総合科学技術会議での議論を政策

や予算に反映させることができる仕組みを構築すべきと考えます。

それから、研究開発及び教育の双方に関する適切な評価手法を整備し、客観性かつ透明性を

持つた評価が着実に行われる体制を整備することが必要と考えます。その上で、その評価結果

に基づいて、運営費交付金を重点配分し、大学、大学院間の競争や機能分化を促進する仕組み

を作るべきと考えます。以上でございます。

O相 澤会長 あ りがとうございました。それでは、先ほど申しましたように、資料の2-1の

1と Ⅱという柱立てをしてそれぞれの内容を固めていくという、こういう進め方を中心として



ような方向があるかということを議論せざるを得なくなつてきているというのが現状だと思い

ます。

中馬先生が今おっしゃったご指摘は、ある程度当たつていて、それは私自身も冨1座長の責任

上、そこに参加して議論をしておりますけれど1)、一番問題であるのは、 Iで 議論されている

ところと、このⅡの基礎研究のところがどういう形で結びついていくかというイメージがなか

なか打ち出せていないということがあろうかと思います。

実際のところグリーンにしてもライフにしても、あるいは震災の問題にしても、出てくる研

究のシーズというのはかなり大きな部分が大学に負っているということは間違いないわけです。

したがって、我々のほうでもそれに対して何かの言及をする、あるいはそれについての議論を

まとめていくことが可能でしょうが、問題は大学が置かれている現状が、そういつたところに

きちんと対応するシステムがなかなかできていないところが問題であつて、この問題はかなり

根つこが深いということです。

例えば、 Iの ところの議論をずつとお伺いしていましたが、多く出てきたのは、さまざまな

プロジェクトをさらに動かして行くには、ベンチャー ・キャピタルが問題で、ベンチャーがど

ういう形で排出していって、社会に大きな貢献をするかというところが仕組みとしては重要で

あるという話が必ず出てくるのですが、ところが日本の大学の現状では、この問題に取り組む

ことは難しい。欧米であれば、大学そのものがベンチャー ・キャピタルとパー トナーシップを

リミテッドパー トナーシップ、先ほど出ましたけれどt)、をつくつて積極的にそこに関わつて

いくような体制が出てきていますが、今の日本の国立大学のマネジメントの中でそれを急速に

やることはとても難しい。

あるいは、日本型SBIRの 話も重要な問題で、大学発ベンチャーの創出に関わつてきてい

る課題ですが、これ()我々のほうではきちんと大学のマネジメン トのサイ ドからそれをどうい

うム、うにサポー トしていくかという議論がなかなか今のところは進んでいない。ただ、関連す

る方向性と言えば、大学におけるマネジメント改革というところ、この問題をかなり議論 して

おります。したがつて、そこを伸ばしていくことによつて、中馬先生がご懸念されているよう

な大きな大枠の議論とこの基礎研究、人材育成のところというのはある程度接点をつくりなが

らまとめていくことができるのではないかと今のところ思つているということです。一応、補

足させていただきました。

○相澤会長 ど うぞ。

ご質問、ご意見をいただければと思います。いかがで しょうか。

0中 馬委員 大 括 りの Iと Ⅱとい うことなのですけれ ども、 Iは たくさん埋めてあるのですが、

Ⅱはスカスカですよね。 (科学技術イノベーション政策 とい う視点で考えれば)現 状の課題に

加えて (極端な言い方をしますと)環 境変化による地球の滅亡への対処 といった超長期的な好

奇心駆動型の課題 もあるわけでして、後者はHに つながるのだと思います。そ して、案ではI

についてはとても具体的に書いてあ りますが、Ⅱの項 目はとても抽象的になつていますので、

最終的にⅡに何が書き込まれるのか少 し不安です。 さらに、Ⅱでは、最初に各国の論文数など

を示 して 日本の研究開発力の世界 ランキングが下がつている !これはどうにか しなければいけ

ない !とい う話が示 されているわけですが、そもそも日本の研究開発力のどこに問題が起きて

きているのかについて記述 されているわけではあ りません。中国の台頭に示されるように世界

はダイナ ミックに変わって来ているわけですから、日本のランキングが落ちていくことは不可

避 と{)言えるで しょうc したがつて、この部分で書かれるべきことは、地球規模での研究開発

ネッ トワークの中での 日本発の研究開発がどのような弱点を抱えつつあるのか ?そ のような弱

点を克服するためにどのような頑張 りが必要 とされているのか ?ど のようなところに特化 して

いくべきなのか ?等 々だと思います。そ して、そ うい う現状認識に基づいてどのような基礎研

究体制の抜本強化が求められてい るのかを書き込むことになるのだと思います。そ うい う事柄

を12月までにまとめなければいけない訳ですからうまく書くことがとても難 しいとはわかるの

ですけれ ども、現状 Ⅱで書かれている内容の抽象度が 1に 比べてあま りに漠然 としていると思

うのですけれ ども、いかがでしょうか。

○相澤会長 こ れは先ほどご説明があつたように、部会のほ うの検討状況が先ほどのような状

況ですので、確かにご指摘のようなところを抱えながら部会に努力 していただいて、今、お任

せをしてでき得る限 りのところで、まとまった段階の1)のを入れ込むという形でよろしいので

はないかと思います。すべてをこの形で今挙がつている項 目がそれぞれ大きな柱になるとい う

ところまで来るのかどうか。 これは一重に部会にお任せするとい うことでよろ しいのではない

か と思います。

上山副座長がお られますので。

O上 山委員 ち ょつと責任上、補足をしなければいけないので発言 します。実はこの大学にお

ける問題 とい うのは極めて根つこが深いとい うことを考えざるを得ないと実感 してお ります。

基礎研究 ・人材育成部会では、当然ながら、多 くの意見を拝聴 してお りますが、現場はかなり

疲弊 している。若手研究者が困つているとい うことが当然挙がつてきて、それ に対応するどの
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○久問委員  「 基礎研究力の抜本強化」の 目的の一つには、次のイノベーショ 次の次のイ



ノベーシヨンを継続的に起こす人材の育成も記載いただきたいと思います。

O相 澤会長 そ れでは、そのほかのご質問、ご意見はいかがでしょうか。

石川委員、どうぞ。

○石川委員 私 は復興のほうに出てお りますので、資料 2-1と それから2-2を 両方見なが

ら意見を申し上げたいと思います。ここに課題達成型科学技術イノベーションということで、

復興に関しては1)うこれが最1)特徴的な1)のであるという、そういうとらえ方で私はよろしい

のではないかと思います。そういう視点で見ますと、先日、11月8日 に資料 2-2の ものが出

されまして、若千修正があるのですが、やはり改めて課題達成型ということになりますと、資

料 2-2が 的確に課題をとらえているという場ゝうには思えないということなのですね。

これは、検討会の中でいろいろ問題になつたことですが、私は復興に関しては、何が課題で

あり、達成すべきなのかということです。4ペ ージに書いてある問題が非常にわかりにくいと

いうふうに私は思つております。私見を申し上げますと、復興に関して、今後将来を見通して

解決しなければならない課題というのは大きく4つ ありまして、 1つ は安心 ・安全ですが、安

心 ・安全は達成されたとして1)、高齢化とか、人が住まないまちになつてしまっては意味があ

りません。持続可能性とか回復力のあるまちとは何か、 1年 8ヵ月たつて今は解決すべき課題

が変わつてきてお ります。そこを明確に課題解決の視点として位置づける必要があるというの

が検討会の中で意見が相当出ていたと思います。

それから、2番 目に関しては、科学技術の問題で、今回は防災だけでは無理なので、減災、

つまり完全に防ぐことはできないとい う認識をしたわけですから、防災と減災の技術開発、こ

れが極めて不十分と思います。これは課題ということで、検討会の中で大変大きな問題意識と

して挙がつておりました。

それから、福島の放射能に関する科学的解明と復興の関連。これらが3番 目。これらを支え

る仕組み、プログラム、取組のここで書いてあることです。私は検討会でそのように認識して

おりますので、この資料 2-1の 課題達成型科学技術、この視点でよろしいかと思います。問

題は私どもがそれに対して専門部会として、しつかりとした目標というものを改めてきちんと

構築しなければいけないのではないかと思っております。

O相 澤会長 あ りがとうございました。ぜひ、そのようなことを最後のまとめのところで出し

ていただければと思います。

どうぞ。

O成 宮委員 先 ほど1番 とⅡ番、イノベーシヨンのための構造改革と基礎研究の抜本強化とい

うことについて、その基礎研究をどうイノベーシヨンに結びつけるかについて、基礎研究をイ

ノベーションということを視野に入れて遂行すべきであるという上山委員、久問委員のお話が

ありましたけれども、そのような基礎研究の中においてイノベーションに結びつけるものをい

かに見つけるかと言 う体制作 りはむしろI番の構造改革に入るのではないかと思います。最初

からイノベーシヨンを見越してやるような基礎研究もあるでしょうけれども、基礎研究はやは

り本来科学的好奇心、知的好奇心から発する1)ので、それが非常に大きな芽を持っているのが

基礎研究なのです。基礎研究をいかにやるかということはそれをどう育てているかで、例えば

1番に書いてありますような国際的な研究者の取組とかが大事で、それが欠けているのが、今

の日本の大学、基礎研究の問題点なのです。大学が国際化 していない。

先ほど大学ランキングが低下していると言われましたが、低下したのは日本の大学が国際化

してないということが一番大きなファクターです。それから言えば、そういつた面が、基礎研

究の充実という意味では大事なので、イノベーションをどうするかということは、1の構造改

革で、大学の構造改革も含めて議論していただくのが位置づけとしてはいいのではないかと考

えます。

○相澤会長 ど うぞ。

O北 城委員 資 料2-1の 4ペ ージのところの金融的支援のイのところですけれどt)、日本版

SBIR拡 充と書いてあって、これから具体的なことを書いていただくと思うのですが、日本

版SBIRに ついては、何回も議論が出るのですけれどt)、具体的な書込みがなされていませ

ん。

具体的にはアメリカで行われているように外部向け研究開発予算の2.5%を SBlRに 充てる

べきと思います。今は各省庁でそれぞれ予算を確定しているようですので、まず2.5%と いう

のを最終的な文章の中には書き込んでいく必要があります。

それから、多段階と書いていますけれども、アメリカで成功している3段階の選抜方式も具

体的に書き込んだほうがいいと思います。開くところによるとアメリカではこのSBIRを 使

って、通信関係のベンチャーのクアルコムがSBIRを 受けて、通信用の半導体をつくって、

今は時価総額がインテルを上回るぐらいの規模にまでなつているということです。当初35人ぐ

らいでSBIRを 受けて、その後非常に大きくなったということなので、その予算配分側の省

庁側ですべてのプロジェク トを規定するよりt)民間から外部向け研究予算のうちの2.5%ぐ ら

いは民間のベンチャーや企業でいいアイデアを持っているところを3段 階で支援するような仕

組みを地にで1)現実につくつたらいいのではないかと思います。
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ついでにアメリカのバイオベンチャーの売上げの大きいところの トップ10のうち7社 はSB

IRを 受けたということ1)書かれていますので、もう少しこのSBIRに ついて、はつきりと

した文書を書き込んだほうがいいと思いました。

それから、2番 目のVC機 能の活用ですけれど1)、資料 2-3の 3ペ ージです。これはグリ

ーンイノベーシヨンのところで出ているのですが、図の真ん中にベンチャーファンドと書いて

あるのですが、これはグリーンイノベーション以外で1)、ライフイノベーシヨンでもいろいろ

なところのイノベーションに関係するので、別にグリーンに限らないのですが、この真ん中の

ベンチャーファン ドという言葉を官民ファンドと書いたほうがいいと思います。官と民とでフ

ァン ドをつくるのですが、残念ながら日本では民間のベンチャー 。キャピタルに十分な資金が

ないということを考えると、官民ファン ドをつくる際に、官と民の出資比率については民間が

20%ぐ らいと具体的な記述が望まれます。イスラエルのYOZMAの ような例もあるので、ま

ずは民間が20%、 政府が80%で 出して、もしこのファンドがうまく適切なところに出資して、

事業が成功すれば、その政府の持ち分のうちの半分は民間のベンチャー ・キャピタルが買い取

ることができるという制度も入れるのです。ここの大事なところは要するにベンチャー ・キャ

ピタルが自分のお金だったらどのプロジェクトにお金を入れるかという判断、あるいは目利き

の機能を使って、成果が出るようなところに資金が回るようにすることです。要するに、どの

プロジェクトがいいかを研究者が選ぶのではなくて、ベンチャー ・キャピタルを選ぶというこ

とをやつたらどうかということです。ただし、その金額は先ほどのSBIRと 同じぐらいで、

全体の2.5γ)ぐらいでいいと思います。大半は各省庁が優先順位をつけて配分していいと思 う

のですが、一部は研究者、あるいは省庁でないところの事業化の可能性を考えた人が資金配分

をするという仕組みを入れたらどうかということが2点 日です。

それから、3点 目は、最初の 2-1の 資料の4ペ ージの下のほうに、先ほど出た基礎研究の

抜本強化のところで、これは上山先生がお話しされた国立大学とか、研究開発のマネジメント

カが発揮されてないということに関してです。科学技術イノベーションの視点で国立大学、及

び国立に限らず私学も含めて、大学の運営体制において、学長、総長がリーダーシップを発揮

できる仕組みを入れないとなかなか改革が進まないと思います。このことt〕書き込まれたら良

いと思います。

O相 澤会長 ど うぞ小谷委員。

○小谷委員 ま ず、基礎研究力の抜本的強化ですけれども、一番初めの基盤づくりの項目で、

3行 で書いてあるところは、少 し書き換えていただきたいと思います。基礎研究や人材育成は
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何のためかということが、これではまるでランキングや論文をたくさん書くことが目的のよう

にしか読めません。今の基礎研究、もしくは大学の問題というのは、科学の歴史を変えるよう

な新しいものにチャレンジするような人材を育てられているかとか、そういうことができる研

究環境にあるかとか、基礎研究に関する魅力を失いつつあるとか、また大きな挑戦を実現する

大学等のマネジメントができていないということだと思います。例えば研究環境の悪化、研究

時間数の低下ということがランキングや論文の伸びの低下につながつているか1)しれません。

しかし、ランキングや研究論文というのはあくまで研究力をはかる道具であって、これをまる

で目的のように書く、これを何とかしなければいけないという書き方は改めていただきたいと

思います。

ここにはまず基礎研究とは何かを記すべきです。先ほど議論のあったイノベーションにつな

がる基礎研究もありますけれども、同時に、好奇′さに基づいて科学の歴史を変える、人類の知

恵を深めるという研究もあるかと思います。まず、何のための基礎研究であり、何が目的かと

いうことを書いていただきたいと思います。

Iの 2のオープン ・イノベーションに対応した知の結集というところについて質問させてく

ださい。多分私の知識がないせいだと思うのですが、オープン ・イノベーションとは、国際共

同研究とか、国際的な話だけではないと考えています。ここのオープン ・イノベーションで改

革すべき問題点とか対応方針の例を見ると、国際的になるだけに特化しています。それ以前に

いろいろな組織に属している人たちが、機密を守りながら一方で情報をシェアしていく仕組み

がオープン ・イノベーションだと私は思つていました、ここのオープン ・イノベーションとい

う言葉の意味を教えていただきたいと思います。

0相 澤会長 第 1点については、基礎研究 ・人材部会でも先ほどのご議論はありましたので、

適切なる形で次の段階では出てくるのではないかと期待しております。今のオープン ・イノベ

ーションのところは、確かに中身が国際的なということだけが強調されているようですけれど

も、今、ご指摘のような趣旨はこの前1,中馬委員からも提起されまして、その意を受けて、こ

こでまとめられていく予定です。今のご指摘は反映できると、柚谷さん、そういう理解でよろ

しいですか。

○柚谷参事官 一 応反映して、外国企業、外国の大学の取組に限らないようにしているつもり

ではあるのですけれども、ちょっとはつきりわかりにくいかもしれませんが、そ ういうつもり

でございます。方向性としてもそういう方、うに考えてございます。

O久 問委員 オ ープン ・イノベーションというのは、多様性をうまく使っていくということで



す。今、小谷委員がおっしゃつたように、例えば、材料分野、デバイス分野、システム分野、

それから自然科学、社会科学分野などの多種多様な人が同じ場所に集まつて議論することで、

イノベーションが起こるのだと考えます。それから、技術も多様化されていて、何かを実現し

ようとしたときに、数ある選択肢の中で、どの技術を選択すれば最t)最適化できるかもいろい

ろな人の意見で集約されていく。これがオープン ・イノベーションです。ただし、小谷先生が

おっしゃった内容はここには書かれてないと私は思います。外国人研究者()取り込めば、オー

プン ・イノベーシヨンを創出できると考えるのは大きな間違いです。

O成 宮委員 私 も同意見です。私の理解では、オープン ・イノベーションというのは企業だけ

でのイノベーション、クローズ ・イノベーシヨンに対応した言葉で、現今の状況では企業だけ

で技術開発芽できないので、アカデミアやそのほかの研究機関と企業が一緒に技術開発を行う

のがオープン ・イノベーションの意味だと思います。そういつた点味では、人間委員と庄田委

員が書かれた提案書の2ページロの上のから3行 日に、イノベーションの主体は民間であると

認識のもと、産業界が中心となった産学連携の政府資金を拡充すると書かれています。イノベ

ーションの主体が民間であるとい うのは、最終的な製品をつくるというのが民間であるという

意味だと解 しますと、この文言はまさに政府の援助の下でオープン ・イノベーションを促進し

なければいけないということです。私も同意見で、オープン ・イノベーションに対応するため

には産業界が中心となった産学連携への政府支援を拡充することを入れていただいたらどうか

と思います。

それから、先ほど申しましたけれども、国際的な研究者、国際研究機関との連携とかという

のは、これは大学でこそ必要でありまして、先日1)申し上げましたけれど1)、どこで差が出て

きているか。ランキングだけの話ではないと私も思いますけれども、シンガポールの大学、中

国の大学がランキングを上げていると言うのは、やはり英語をちゃんとやつているということ

なのです。シンガポールの公用語が英語です し、そういう意味で、きちんとしたことができて

いる。別添のところに1)シンガポールではどうだ、こうだと言つていますけれども、基本のベ

ースはやはりちゃんとしたコミュニケーションが国際的に成立しているということなので、こ

れはまさに日本の大学に必要とされることだと思います。先ほど小谷委員が言われた実際の基

礎研究は何かということをきちんと定義づけた上で、それを辿るキャリアが若い研究者にどう

したら本当に魅力的に映るかとい うことを考えると同時に、国際化の視点を基礎研究の振興の

ほうに入れていただきたいと思います。

○相澤会長 春 日委員。

○春日委員 Iに ついて、なかなか理解しにくいなと思いながら読んでいったその理由が今皆

様のご意見を開いてはつきりしてきました。 1と 2がはつきり区別されていないのではないか

と思うわけです。つまり1に書いてあることと2のオープン ・イノベーションが共通の問題に

立脚していて、結局は共通の対応方針について考えているのではないかなと思われるためです。

例えば、1で書いてありますように、多様なプレーヤーが一体的に融合するということこそ

オープン・イノベーシヨンが目指すものではなレ`かと思います し、官庁の中での分断、それか

ら事業化、産業化までの一体化の中での異分野との交流、これもいつてみればオープン ・イノ

ベーションの形ではないかと思います。その一方で、国際化に対する取組というものが2の主

たる要素として書かれていますけれども、これはここでは別枠にして、国際対応ということを

書くべきではないかというふうに思います。

その場合は、決して国際化が遅れているのは大学だけではないという気もいたしまして、産

業界もその分野によると思いますけれ ども、十分な国際連携が図れていない国際的な対応がで

きていないところもあるのではないかと思いますので、最終的な出回のところでも、もつと国

際的な環境に臨んだ形での出口を見据えつつ、それに向けた科学技術の政策のあり方というこ

とをもう一度考えるという意味でも、現在の項目立ての Iと Ⅱを 1と合体していただいたて、

独立した形での国際化、グローバリゼーションヘの対応項目に整理していただいてはいかがか

と思います。

○相澤会長 ど うぞ。

0上 山委員 も う1点だけつけ加えさせていただきますけれども、基礎研究のところで出てき

た議論はまさに小谷先生がおつしゃったようなことをずっと議論をしてきたわけです。あるい

は奥村議員も、クオリティが欠けているのではないかというご指摘もされました。ですからラ

ンキングが落ちているとか、論文が落ちているとか、そういう問題ではなくて、この問題は本

当に大学からの基礎研究がどういう形で夢のある事業になっていくかということをサポー トす

るためのシステムをつくるということであつて、そのときには、部会の中で出てきた資料の中

にありましたけれども、アカデミアを超えたインパクトのある研究、という表現でそれを評価

していくべきだというのが、イギリスの事例があつて出てきました。

これは必ずしも知識のフロンティアを開拓して、全く新しいアイデアを我々に持つてくるだ

けではなくて、それと同次元で産業界への波及も含めて、全く並列で社会的に開かれた知識が

充満 していくような、その拠点としての大学ということであろうかと思います。そういうよう

な大学改革というのが望ましいとすれば、この 1のところで書いてあるたくさん書いてあるこ

・  |
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とですね。オープン・イノベーションもそうですし、リスクヘの挑戦1)そうですし、あるいは

グリーンイノベーションとの関わり、これは実は大学という1)のが極めて大きな役割をしてい

るはずであるわけです。

この Iの ところをずつと読ませていただきますと、プログラムとかあるいは個別のプロジェ

クトの話はきちんと書かれていますし、その対応が出てきますが、実はそこの中に大学がどれ

ほど重要な役割をすべきなのかということが実はあまり書かれていない。 したがつて、私がや

ってしいのは、 1の ところで書かれているさまざまなところに大学が関わつていくのだという

ことのメッセージを書いていただき、Ⅱの基礎研究のほうで1)、大学のマネジメント改革を通

して、 Iの ほうに橋渡ししていく可能性があるのだという、そういう記述をつけることによつ

て、 Iの 大枠の課題達成型科学技術イノベーションの構造改革というところと基礎研究という

ところがどこかでタイアップできるような、そういうイメージづくりでまとめていくことがで

きればいいのではないかと思つております。

O相 澤会長 ど うぞ。

○石川委員 こ の資料 2-1で は、復興 。再生が早期ということで、4と いうふうに書いてあ

りまして、皆さんの議論を開いていて、 Iの 課題達成型、 1、 2、 3全 部、復興 。再生が全部

その中に入ってくると思います。ですから、早期ということを4と して入れたとしても、問題

の革新的なものは 1、 2、 3、 このすべてに共通 しているので、例えば2ページロのところ、

改革すべき点 (問題の所在)と 書いてありますけれど1)、ここに研究開発プロジェクトは各府

省 ・課で分断されてとありますが、復興 ・再生プロジェク トも各府省 '課で分断されて立案さ

れており、それが最大の問題なのです。ですから、私はこの 1、 2、 1)ちろん復興庁がありま

すので、大変申し訳ないのですけれども、ただ現場ではリンクしていません。 1、 2、 3オ ー

プン ・イノベーション、これ1)復興の現場でオープン ・イノベーションが実現できたら素晴ら

しいです。それからリスク、これはもう当然災害ですから、これから考える東海、東南海、首

都圏、これに対してリスクヘの挑戦、これをどうするか。ですから、私はこの 1、 2、 3の 問

題設定というのは、とても的確だと思います。

ぜひ、その先導的な事例として、復興改革を4と いうふ うに圏外に置かずに、しっかり中に

入れるべきと思います。程度科学技術としてのいわゆる学術的な成果が希薄であつたとしても、

実験的にやる1)のは早期というような形で、別枠にして、根本的なところはこの 1、 2、 3の

ところに復興 。再生を入れるべきではないかという■、うに思います。

○相澤会長 先 ほど来のご議論で、基礎研究 。人材、それからただいまの復興関係、そういう
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ものが Iの前半部分に関係 しているではないかと。当然であります。ぜひ復興戦略協議会では

Iの 1、 2、 3に 関わることはここに復興を踏まえた上で、全部とらえてあるのですけれども。

復興 。再生で個別の構造改革があるかどうかということを踏まえて考えていただければと。む

しろこの構成は復興戦略協議会からのご意向1)あつて、やはり復興 。再生の特殊性を浮き出さ

せようというようなことが中心でありますので、こうなつています。

それから、基礎研究は、当然 Iのいろいろなところに関わりますので、先ほど上山委員が言

われたように、基礎研究部会で前のほうに関係あるところはそう位置づける。そしてⅡのとこ

ろは本当にそこに固有のところだけにスポットを当てていただければと思います。

それから、これはこの検討を始めて以来、ずっと私が申し上げていますが、これはここです

べてを網羅 してまとめていくというスタンスではありません。この12月までに当面とにかく優

先的に進めていかなければいけないものを総理に提示して、この後、さらにそれを強力に進め

るという指示をもらうという、こういう考え方でいるわけです。ですから、今、ご指摘のとこ

ろは基本計画にそういう形で書かれているわけなので、それを繰り返しているというよりは、

ここの中で何度かシャープに尖らせた形で進めようというのが今のまとめなわけです。

ですから、 1に はある意味では全部が包括されている。さらにそれを基礎研究 。人材という

ところで1)っと特化したところがあるならばまとめようではないかということです。最終的に

はどこまで基礎研究部会のほうでまとめられるかということになります。これはやはり部会に

お任せすることがよろしいのではないかという意味で、先ほど来申し上げています。先ほどの

復興関係は具体的に反映できるものは、ぜひ入れていただければと思います。

それでは、そのほか。大西議員。

O大 西議員 こ の間、私もいろいろ大型研究の評価とかそういうことに携わって、それぞれの

現場で産業界の研究機関と大学等とが連携 しながら研究開発を進めているということをどっち

が主体かというのはいろいろなケースがあるのですが、拝見したわけです。それで先ほど久間

さんと庄田さんがお書きになつたご意見の、先ほど{〕引用されましたけれども、イノベーショ

ンというのは民間が主体であるということで、そこへ政府支援を拡充することが重要だという

記述がありましたけれども、全体の中でちょつと抜けているのは、中小企業とかあるいはベン

チャー企業ということは書いてあるのですが、研究開発をやはりそれなりの中堅、大企業を含

めたそういうところが民間でやっておられるわけで、そこと大学、あるいは国の研究機関等と

が実際にはいろいろな格好で連携しているわけですが、こういうところにがつちりとスクラム

を組んで共同して研究をするのだということはあまり明示されてないわけです。



やはりそういうことをどこかで見出してとして明示して、それはどういう組み合わせがいい

のかというのは、各論はいろいろあるでしょうけれども、そのことをきちんと位置づけるとい

うのがせっかくイノベーシヨンということまで科学技術にカロえてつけたわけですから、それを

活かす非常に重要な指針になるのではないかなと。ぜひそういう見出しをどこかでつけていた

だきたいというふうに思います。

○久問委員 4項 目に追加 します。

○中鉢議員 ま ず、先ほどオープン ・イノベーシヨンの議論がありました。オープン ・イノベ

ーションの記述を見てみますと、世の中はオープン化している、技術開発がですね。だからオ

ープン化に対応 した知の結集をしようと。このプロセスは少し違和感があります、産業界の者

から見ますと。産業界は、非競争領域をオープンの場、パブリックドメインでコス トと時間を

セープする一方で、競争領域は徹底的にクローズ ドでやつていこうとします。そういつた中、

国の科学技術政策としてオープン ・イノベーションを国策の第一優先策 としていいのだろうか

と。これは 1つの手段であつて、オープンを取るかどうかというのは戦略であると思います。

3ページの2の 「オープン ・イノベーションに対応 した知の結集」と書いてしまうと、オー

プン ・イノベーションが絶対的な方針になってしまいますが、これはちょつと行きすぎではな

いかと思います。むしろ言 うならば、知の結集に対応 したオープン ・イノベーションを促進し

ろということではないかと思います。日本においては相対的にオープン ・イノベーションの度

合いが低いということであればわかりますが、ここの総意としてオープン ・イノベーシヨン、

そうだ、そうだ、とやることには少 し違和感があります。

知をどうやつてクリエー トしていくかと言うと、まずはダイバーシティが必要ですよと。知

のダイバーシティであると。これは皆さんが言ったとおりだと思います。その後で知のインテ

グレーションをしないと成果として出てこない、そのインテグレーションをするときに司令塔

とか目利きとか、ぞういうものが重要になってくるのだろうと、こうい う大雑把なとらえ方が

あったほうがいいのではないかと思います。

また、この文章をどのように出すのかについても確認をしておくべきだと思います。現案は

たたき台ということですが、 「検討の背景」力式、背景にはなっていなくて、結論めいたことが

ちらちらと出ています。

私が気になるのは、科学技術イノベーション政策におけるイノベーションという言葉の両義

性です。 1つ はアカデミアでの初期の成果としてのイノベーションとい うものがあると思いま

す。それと1)う1つ、科学技術イノベーションと並べて言うときのイノベーションというのは、
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どちらかと言 うとアカデミアのシーズの事業化であり

明らかに民間企業だと思います。

きのイノベーシ ョンの主体は、

したがって、イノベーションの使い方をはつきりさせたほうがいいのではないかと。そして、

イノベーションを起こすための仕組みの改革とイノベーションを実施するための仕組みの改革

とに、はつきりと分けて考えたほうが、先ほどの石川先生の混乱も少し軽減されるのではない

かと思います。

最後に、基礎研究と人材ですが、久問委員から出されたこの提言書を拝見させていただきま

すと、課題解決のことだけでなくて、大学のあり方についてもしつかりと書かれています。こ

のあたりのことは、今は基礎研究 ・人材育成部会で検討がなされていると思いますが、かなり

本質的なことがこの提言書には含まれているように思います。以上でございます。

○相澤会長 オ ープン ・イノベーションに関しては、専調でも何度も議論が出てきて、なかな

か姿勢が定まらずというところです。今、中鉢議員のご指摘はそこのところを明確に切り分け

ていただいたのではないかと思います。

それから:イ ノベーションの2つ の定義、これ1)やはり渾然一体となっているところであり

ますので結果としては、ここをきれいに切り分けられるかどうかはちょつとわかりませんが、

少なくともその位置づけを明確にしておくということが必要かと思います。

○中馬委員 関 連 してどうまとめるかということで一言申し上げたいことがあります。最初の

1.で 「課題達成のためのプログラム形成の革新」と銘打ってありますが、そ うだとしますと

やはりそこには科学技術イノベーション政策上の課題が明記され、それらの課題を克服するた

めには、旧来のリニア型R&Dシステムを維持していてはなかなか無理で、やはり連鎖型のシス

テムにしなければというロジックになるはずです。科学技術的な知識の専門性 ・閉鎖性がどん

どん高まってくると、 リニア型のシステムを維持していては、なかなかそれらを最終的にイノ

ベーションにつなげられなくなる。そのため、専門化し閉鎖的になった科学技術的な知識をど

うにかして有機的に結合する仕組みが必要になる。しかも、現状では科学技術や市場が変わっ

ていく際のクロックスピー ドがとても速くなつてきている。そのような状況では、このあたり

に書いてありますオープン・イノベーション的な仕組みが社会的にも望まれる、といつたス ト

ーリーになりますよね。

そういう風にロジックスを整理 していきますと、ここからが発言したいことの核心なのです

が、3番の 「リスクヘの挑戦」という部分に違和感が湧いてきます。科学技術的な知識の閉鎖

性や専門性が高まりますと、素人ではそういつた知識に基づいた投資案件にはびびつて手が出



せなくな ります。 ところが、科学技術的な知識に基づいた革新的なアイデアを実際に市場化す

るためには大きな資金が必要 とされる傾向が強い。そ うすると、そのような案件に大規模な資

金を注ぎ込むための新たな社会的な仕組みを導入する必要がある。そ うい う脈絡から判断 しま

す と、この3番のタイ トルは 「リスクヘの挑戦」ではなくて、 「社会的 リスク分担システムの

改革」といったもっと抽象度を上げたタイ トルの方が適切なはずです。 ところが、素案では、

「リスクヘの挑戦」と抽象度の低いタイ トルになつて、いきな り産業革新機構の役割強化、ベ

ンチャー振興といったかな り具体的な項 目が提示 される形になつています。でも、科学技術イ

ノベーション政策 として肝心なことは、新たな社会的な リスク分担システムを改革 しなければ

いけない とい うことのはずです。そのための多 くの方策の一つの事例 として、産業革新機構や

ベ ンチャー振興策のようなものが出てくることになります。繰 り返 しになりますが、この 3の

項 目の抽象度を 2の 項 目と合わせるためには、 3は 「リスクの挑戦」ではなくて、例えばです

が、 「社会 リスク分担 システムの改革」といつたものにしてはどうで しょうかね。

○相澤会長 大 変具体的なご提案だと思います。検討 させていただきます。

いろいろとご意見まだあるかと思いますが、ただいまの議論の整理 としては、資料 2-1が

こうい う形の整理ででき得る限 りこれからも進めますが、結局今回の目的は対応方針の例 と出

ているところ、この中に具体的な提言な り、改革案、ここに集約 されるとい うことでご理解い

ただきたいと思います。ですから、その前提 としてこうい うところが問題だと。それから、そ

こに対 してどうい う視点で改革を進めるべきかとい うことはあくまでも前置きでありまして、

その中で新たな仕組み、システム、制度、そ うい うものを提案するとい うところです。それま

での設定のところにあまりいろいろと検討を加えて、これ 1)ない、あれ もない とい う形で加 え

てい くとなると、かえってそこが弱まります。基本的には先ほど来出てきていることが全部に

共通 した問題 としてあるのですけれ ど1)、とにか く新たな提言が必要です。

Iの 初めに出てくる例えば課題達成型プログラム。 こうい うような新 しいプログラム形成を

提言するとい う形で明確に出すとい うことです。その制度には具体的にどうい う内容のものが

これに鬼、さわ しいかと。そこで、例 として出てきているのは、 iPS細 胞の件が出てきていま

す。 これは現在医療総合特区で進めている問題が今後 1)このような考え方で進めなければ、ま

さしく国際対応 もしにくいとい うことであります。この対応方針の例 とい うところにあくまで

も注 目していただきたいと思います。ですから、各戦略協議会におかれて1)、そこに具体的な

提言が出てくるような形でまとめていただきたいと思います。

基礎研究では、そこがまとめにくいところではないかと思います。茫漠 とした形でここが問
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題点であるというところにとどまっているのでは今回のところのまとめでは核になりにくいと

いうところがございます。

○中馬委員 私 もそうだろうなと思つておりました。この素案では、各項目の最後の方に書か

れている提示例がすごく具体的になつています。例えば、先ほど申し上げました 「リスクヘの

挑戦」部分に書かれている部分では、具体的過ぎると感 じられます。種類株式と産業革新機構

の話が出てきています。先ほど 「社会的リスク分担の改革」といつたタイ トルに変更した方が

良いのではないかとの意見を申し上げましたのは、このような事例があまりに個別具体的過ぎ

ると感 じましたためです。正直なところ、この委員会での報告書ということですと、1)つと抽

象度を上げながら整理したいなと思いますよね。そういうときにはどうしたらよろしいのでし

ょうか。

○相澤会長 先 ほどのご提言は非常に適切だと思うので、これは3ペ ージの3.の ところのリ

スクヘの挑戦というところを社会的リスク分担システムの改革というようなことにして、その

筋道をもう少し明確にし、対応方針の例として指摘することが適切なものも当然あるわけです。

そのほかさらにここからこういう改革を検討するべきだと。これも十分な対応方針だと思いま

す。ですから、その位置づけをきちんとしておけば、そういうようなことがきちんと位置付け

られると思います。

どうぞ。

○春日委員 そ うしますとこれからの意見としまして、対応方針の例に特化してもう少しご提

案 してもよろしいので しょうか

○相澤会長 ど うぞ。

○春 日委員 先 ほど私は今の 1と 2が 重複 しているとい うことを申し上げたので、今後 どこの

番号の下に入るかはちょつとわからないのですけれ どt)、いずれに しても融合、分断 されてい

る状況の統合、人材交流 とい うことを勘案 します と、大学と産業界、そ して官庁、この 3社 間

の人材交流の促進 とい うことを1)う少 し明確に入れていただいてはいかがかと思います。それ

が 1点 です。

それ ともう1つ 、データベースの統合のことが現在の案では 3ペ ージロの真ん中あた りにラ

イフサイエンス分野に特化 して例示されていますけれ ども、これは必ず しもライフサイエンス

分野だけではなくて、ありとあらゆる分野のデータベースの公開、共有、統合、そ してそれを

支える公的システムの整備が必要かと思います。またこれは国内だけの共有にとどまらず国際

的なデータベースとの共有も必要になってきて、それはひるがえって国益にもプラスに働 くも



のと信 じておりますので、そのことも含めて明文化 していただければと思います。幸い、現在、

ICSU、 世界科学会議のワール ドデータシステムの国際プログラムオフィスは日本の東京に

置かれております。そういう状況も踏まえますと、ぜひその点の国際化をこの文章の中でも明

確に示 していただければと思います。

○北城委員 中 馬委員がおっしやったリスクの分野で、社会的リスクの分担システムというよ

うな、非常に大きなことで言 うとすると、4ペ ージの金融支援のアの具体的に出ている種類株

式の推進などは、もう既に行われていることですし、必要があればベンチャー ・キャピタルは

既に使つている話なので、こういう細かいことまで書くと全体の尖った提言にならないと思い

ます。また、産業革新機構によるリスクマネーの拡充はイで書いてある官民ファンドのところ

に入ってしまうので、そういう意味ではあまり個別の小さいことまで書くと尖った話にならな

いのではないかとい うことなので、少し省略してもいいのではないかと思います。

○相澤会長 事 務局は大変苦労しておりまして、具体的なイメージがないと、議論を進めにく

いだろうということで、先ほどのプログラムの新しい制度を考えるときに、総合科学技術会議

で主導して進めてきたものなどを例に挙げています。それはあくまで1)イメージで、ここに最

後に盛 り込まれるのはそういうことをもう少 し手直し、あるいは新たな制度として設定すると

いうようなものが収まるというような位置づけでございます。

○柚谷参事官 ま さにおっしゃるとおり種類株式の活用などは非常に具体的に細かい話でござ

います し、この手段でございますので、総合科学技術会議としてはこういうのを例としてこの

リスクマネー供給の円滑化をしてほしいという意味かと考えてございます。

それから、事務的に悩んでおりますのは、北城委員からご提案のありましたSBIRの 話で、

例えば2.5%を 各省の予算から振 り向けるという義務づけをすべきではないかという点でござ

います。非常に具体的な提案で 1つのいい解だとは思うのですけれどt)、今も各省と相談して

いますが、日本の財政事業を考えますと、それを仮に別途プールするとほかの資金が減るので

はないかとか、各省の研究開発内容の相違があるということで、一律の一定割合をつくるとな

ると、その合理的な根拠は何であるか、というようなところを事務的に問われておりまして、

なかなか難しいところがあると悩んでおります。

アクションプランの議論でもございましたが、各省がついてきて実現をするということも大

事でございますので、そこら辺のところを悩んでいるところでございます。その意味では、4

期計画に書いてあります多段階方式、選抜方式の導入目標を各省が自己申告で設定、一定割合

又は一定額を設定することを検討 していくことになつているわけですが、それを仮に進めてい
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けるとなりますと、その目標値というのがピア ・プレッシャーになって、徐々に向上していく

とか、さらには一定の一律割合の導入の可能性の検討につながるのではないかと個人的には考

えているところでございます。

○相澤会長 そ れでは、1)う1つの議題1)ありますので、奥村議員と石川委員。

○奥村議員 個 別具体例で、対応方針の例をかなり尖らせるという相澤座長のご発言を踏まえ

て、2ページの下のほうにある iPS細 胞の利用、応用、加速化という例が 1つ挙がつていま

すが、それと3ページの真ん中辺に創薬支援ネットワーク、データベース云々というのがあり

ますが、ここの両方、特にデータベースとバイオバンクの整備は除いて、質の高い臨床研究、

このあたりをまとめてみますと、ある程度の進捗のある医療研究、創薬研究については国とし

てどちらかと言 うと一元的に資金を集約 して配るべきと提案したい。ほかの分野と何が違 うの

かと考えてみますと、どの国でも基本的には医療制度は国の制度と密接に関係しているわけで、

これは政府施策であることの性格が非常に強いわけです。ほかの分野の研究成果は基本的には

自由マーケットですけれども、医療制度に非常に結びついているということと私は関係 してい

るのではないかと思いまして、ご案内のようにアメリカでは基礎研究から含めて研究資金はN ・

IHに 一元化されています。

イギリスで1)メディカル リサーチカウンセルに一元的に医療研究の研究資金は集約されてい

る。―方、我が国を見ます と、資金配分している府省は少なくとも3省 はある。これは本省分

ですが、さらにその下の独法もまた別途独立に医学、創薬研究や資源配分1)やつている。こう

いう■、うに研究資源が分散 している国というのはやはり私は極めて珍しいとい うことで、この

ライフというよりもつと領域を狭めて、医療、創薬に関する人間の健康に関わる研究の資金の

配分のあり方はこの際抜本的に検討すべきではないかと考えます。

先ほど産業界出身委員連名の資料に研究資金の在り方の記述がありますけれども、まずこの

分野を先導的に取り上げたらいかがかと私は思つております。

○相澤会長 石 川委員。

O石 川委員 こ れでは対応方針の例というのが非常に問題だというご指摘がありました。 4ペ

ージに書いてある、例えば対応方針の例、検討中ということで何も書いていないのです。検討

会ではたくさんの議論をおこないました。資料も沢山つくられ、その結果がここに明示されて

いなければ、いけないと思います。

それから、問題の所在。これも一般的で先鋭的ではないです。膨大な資料、作業を踏まえて、

対応方針というのは、こういうものだというのがやはりここで明示されなければならないと思



います。

O相 澤会長 事 務局お願い します。

O加 藤参事官 協 議会の担当としては、この間、石川先生にも大分ご協力いただいて資料をつ

くってお りますので、先ほどのご説明 した資料の中でどれを取 り上げていくかとい うところを

まだ協議会の皆様方 と十分ご議論 してなかったところもあつたものですから、あえて今回はこ

こに具体例を書かないでや らせて1)らつたとい うようなことです。それ以上のものでも何 1)な

いものですから、石川先生にご協力をいただいて、そ うい うご議論いただけなかったところに

関 しては非常に申し訳なく思つてお りますので、お詫び申し上げます。

○相澤会長 そ れぞれの戦略協議会、部会でいろいろな条件がございますので、今 日は、全体

としてこのようなまとめをしていくのだとい うことで、ご議論をいただきましたので、この中

にぜひ次の回までにそれぞれ ご担当いただいているところはぜひそこのところを明確にして出

していただければと思います。

○青木議員 こ の大量をまとめるに当たって、行程表的なことは考える必要があるのですか。

フィージビリティと順番 とか。

○相澤会長 今 回はそこまでは必要ないと考えてお ります。各戦略協議会から出てきて、全体

的な落ちつき度合いを見ながら、ここのところは対応例ではなく、最終的にはここが具体的な

提言、あるいは要望 とい うレベルには落ちつかないで、これを進めるのだぞ、とい う強いもの

に、提言なのか何か、この表現は考えますが、そこが主文の骨格であるとい う位置づけになり

ます。ですから、それを出すことが今回は主目的で、それをさらに検討 しろとい う総理の指示

をまた得る。そ うい うような理解でよろしいかと思います。

○久問委員 総 理にぜひ知っていただきたいのは、これだけ大きな改革を行い、イノベーショ

ンを続々と創出するには、強力な司令塔が必要であるとい うことです。これをぜひシステム改

革の提言に入れていただきたいと思います。

○中鉢議員 我 々がやろうとしていることは、緊急に取 り組むものに対 して具体的な例示を出

そ うとしているのかどうか、この点を確認 させてください。 もう少 し時間がかかるもの、例え

ば基礎研究は継続検討です、とするのかどうか。それか ら、やろうと思つて1)ケーパ ビリティ

ギャップがありますね と。時間がかかるものについては、具体的な案件を出しても今回の リク

エス トにそ ぐわないのであれば、年内に無理にまとめないほ うがいいのではないかとい う考え

方もありますので。

O相 澤会長 こ のよ うに理解 していただければと思います。今回、出すものは緊急かつ重要な
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ものです。緊急という意味がいろいろとあるかと思いますが、その提言を実施するのにどのく

らいの時間がかかるかとかいうことではなく、この時点でとにかく最優先で進めるべき重要課

題、これを出すということであります。したがつて、最終的にはこういうことになるのではな

いかと思います。この資料 2-1の 対応方針というところに盛 り込まれるものと、これから戦

略協議会、部会から提起されるもの、これらを何らかの形で、本文といたします。各戦略協議

会等で検討されたことはその状況がわかるように、別途これに添付するなりして、位置を明確

にしいておくということも重要ではないかと思います。

つまり先ほど久問委員が言われたように、これだけいろいろな仕組みで真剣になって検討 し

ている状況がこういう形でまとめられてきたと。その姿全体を見せる必要もあろうかと思いま

す。ですから、この中に盛り込まれなかつたことは、そのまま置き去りにされるという、そう

いう考え方ではなく、まだもつと煮詰め、そしてまとめていくということもきちんと行われる

ということを担保 して進めていただければと思います。

それでは、そのようなご理解のもとに次のステップに進むということでお願い申し上げます。

もう1つ、本日の議題がございまして、科学技術外交戦略タスクフォースが今後の検討体制

をどうするかということで取りまとめをしていただきました。そこで、本 日はその報告をさせ

ていただきたいと思います。事務局から資料3の説明をお願いいたします。

O匂 坂参事官 資 料 3を ご説明させていただきます。時間が押しているようですので簡潔にご

説明させていただきたいと思います。

科学技術外交戦略タスクフォースでございますが、本専門調査会のもとに置かれているもの

でございます。委員名簿につきましては4ペ ージをご覧いただければと思います。本タスクフ

ォースにおきまして、このたび表題にある 「世界と一体化した国際活動の戦略的展開に向けた

今後の検討再生に関する提言」をまとめられたところでございます。

「はじめに」ということで、検討の経緯が書かれてございますが、第 2パ ラグラフの 「以上

のうち」というところで書かれておりますが、基本計画では 「国は関係府省、産業界、学会等

が科学技術について継続的に情報交換する場として、科学技術外交連携推進協議会 (仮称)の

設置を検討する」と書かれているところでございます。この記述でございますが、科学技術を

基本としたシステム輸出の促進を目指します我が国の強みを活かした国際活動の展開の一環で

行 うという1)のでございます。

タスクフォースにおきましては、この推進協議会のあり方について検討していたところでご

ざいます。一方で、タスクフォースにおきましては、各府省がやつております科学技術関係の



国際活動に関するレビュー等も行つた結果、以下で記しておりますような現状が明らかになつ

たということでございます。

1.の ところで、科学技術の国際活動にかかる取組等の現状を4つ の丸で整理させていただ

いております。 1つ 目が、関係府省ではさまざまな国際共同研究、人材交流が実施されている

のですけれども、全体像を把握した国際活動に関する俯敏的な戦略がないということ。 2つ 目

でございますが、産学官の国際活動について、それぞれの連携が必ずしも十分ではなく、科学

技術外交を展開するためにも十分には行われていない。 3つ 目といたしまして、諸外国の基礎

研究力、産業競争力等情報の収集や分析が十分にはなされていない。 2ペ ージロの4つ 目でご

ざいますが、各戦略協議会等におきまして、国際的な連携強化という視点に立った場合、そう

いつた検討は必ずし1)十分に行われていない。こういうような現状があるのではないかという

ことで整理されております。

このような現状を踏まえますと先ほどの基本計画に書いてありますような科学技術外交連携

推進協議会という外交にどちらかと言 うと重点を置いているようなものではなく、外交という

1)のは必ずし1)意識 していない科学技術の国際活動のあり方について1)議論するような場とし

て、科学技術外交 。国際連携推進協議会を設置すべきという提言がまとめられたところでござ

います。

そこで、その推進協議会における検討課題について、これを全部やるということではなく、

具体的にどういうことが考えられるかを 「2」 で例示しているところでございます。ここでは

(1)、 (2)と 大きく2つ に分けてございますが、 (1)が 主として科学技術を外交に活用

し、外交の力で科学技術を強化していくという観点から検討が必要な課題ということで、例え

ば世界の地域ごとの科学技術動向を把握 し、これに基づいて首脳外交でどういうことをやって

いくかという戦略を考えること。各国におけるイノベーシヨンに対するニーズを踏まえて、各

地域、例えば東アジアとどういう島、うに連携 していくかという戦略を立てる、といつたことが

記載されてお ります。

(2)の ほうは、将来的には科学技術外交への貢献が考えられるものの、短期的には主とし

て我が国の科学技術強化のための国際連携推進の観点から検討が必要な課題ということで、幾

つか列挙されております。関係府省、産業界、学会等で国際共同研究、人材交流等に関してさ

まざまな活動が行われている中で、実はそれらの全体像というのはよくわかつていないという

ことがありまして、そういつた全体像を踏まえた上で、俯欧的な戦略を策定するということ。

2つ 目にありますような国際的な頭脳循環の潮流の中で日本研究者の海外派遣は当然あるので

すけれども、人材養成の観点も含めまして、海外の優秀な研究者等を取り込むために、国内の

研究開発体制をどのようにしていくか、また、環境整備をどうい うふうにしていくか、さらに

は先端的、大型の研究施設整備を有効活用する仕組みをどうしたらいいのかということが検討

課題として挙げられているところでございます。

「3」 の推進協議会の構成については、産学官等が継続的に情報交換し、協働する場として

幅広い方々の参画を得るということと、特に科学技術を外交の場で1)いかに活用するかに関し

て問題意識を持つている方の参加も得るべきではないかということ。

「また」ということで、各戦略協議会等の議論に本推進協議会で行つている議論を反映し、

常に国際的な局面を考えた施策決定がなされるように、委員の構成に配慮するということで、

具体的には3つ の戦略協議会や基礎研究 。人材部会等に推進協議会の委員がそれぞれ若千名参

加することで横串を刺すような形にすべきであるとまとめられております。

最後に、 「推進協議会の設置に向けて」ということで、この設置に向けましては科学技術施

策全般の推進方策のあり方でありますとか、総合科学技術会議以外の各種の重要会議の関連づ

けといった大きな見地もありますので、具体的検討課題等について引き続き検討を行うべきで

あるということでございます。

具体的な検討課題 ということでございますが、それはアウトプットをイメージできるような

運営が実行可能となるようなものにすべきである。 「なお」ということで、引き続きその検討

が行われ、推進協議会が設置されるまでは、必要に応じて各戦略協議会等との連携を強化 した

上でタスクフォースとして活動を行うこととすべきとまとめられているところでございます。

簡単でございますが、説明は以上でございます。

○相澤会長 あ りがとうございました。本日は、予定時刻を過ぎましたので、報告をお聞きい

ただくということに留めさせていただきます。これはタスクフォースにまとめていただき、今

後、推進協議会を設置するべきであるという続論を出していただきました。この専門調査会の

もとでのタスクフォースですので、この報告を受けて、今後これをどう進めるかを改めて議論

させていただきます。

それでは、最後の議題ですが、その他事項ですが、事務局から重点施策パッケージ、これは

簡潔にお願いできますでしょうか。

○鈴木参事官 資 料 4が 該当する資料になります。重点施策パ ッケージと申しますのは、復

興 。再生、グリーン、ライフというものを対象にしたアクションプラン以外の分野について、

優れた取組を特定して、予算上後押しをするというものでございまして、概算要求後に各府省



からの提案、合計14を受けまして、外部の専門家、あとは総合科学技術会議の有識者議員を中

心に基準に照らして、10月25日に特定したところでございます。

資料の5ベージに総括表がございますので、こちらのほうをご覧いただければと思います。

特定 したものは合計 9分野、 1か ら3が情報通信、4が 資源関係、5、 6が宇宙、海洋といつ

たフロンティア、7、 8が環境関係、9が人材関係ということで、9重 点施策パッケージ、 ト

ータル378億円という額になってございます。以降、資料につきましてそれぞれ特定されたパ

ッケージの概要と総合科学技術会議として付した講評を9のパッケージについて掲げてござい

ますので、後ほどご参照いただければと思います。以上です。

○相澤会長 重 点施策パッケージの特定ができましたので、アクションプラン、重点施策パッ

ケージ、そしてさらに基礎研究 。人材関係、こういうようなもの全体が来年度予算に編成に向

けての総合科学技術会議が深くコミットしたところでございます。

それでは、ただいまの資料4に つきましては、後ほどご覧いただきたいと思います。

本 日の議事は以上でございます。事務局から今後のスケジュール等についてありましたらお

願いいたします。

0小 川企画官 ス ケジュール、資料 5で ございます。次回は12月20日になっておりますので、

よろしくお願いいたします。

○相澤会長 予 定時刻を多少過ぎてしまいましたが、本日はこれで終了させていただきます。

どうもありがとうございました。



科学技術イノベーション促進のための仕組みの改革について (案)
一イノペーシ ョン創出環境の革新―

平成 24年 12月

科学技術イノベーション政策推進専門調査会

O 我 が国においては、産業の国際競争が激化する中、国内総生産が伸び悩むと

ともに、エネルギー ・環境 ・医療 ・自然災害対応等課題が山積 している。

こうした状況を受け、経済的 ・社会的課題の達成に貢献 し、再生と成長のエ

ンジンとなるべき科学技術に対する国民の期待は高まる一方、我が国の科学校

術イノベーションの国際競争力は低下 している。

この競争力低下の大きな原因は、より迅速かつ効果的にイノベーションを創

出する世界の競争における劣後にあると考えられる。特に、我が国公的部門の

仕組みは基本的に前世紀型のままである。

O 現 在進行中の第 4期 科学技術基本計画 (以下 「基本計画」という。)は 、「我

が国が取 り組むべき課題をあらか じめ設定 し、その達成に向けて関連する科学

技術と周辺の取組を一体的、総合的に推進すること」と、「基礎研究の成果を生

み出 し、発展させて、新たな価値創造につなげること」を 「車の両輪」として

推進することとしている。

こうした 「車の両輪」を円滑に回すためには、国は、総合科学技術会議の司

令塔機能を強化 しつつ、様々な閉鎖的環境 ・考え方を改め、新時代に合 つたも

のに改革 しなければならない。

O 以 上の認識の下、総合科学技術会議の科学技術イノベーション政策推進専門

調査会 (以下 「専門調査会」という。)、復興 ・再生戦略協議会、グリー ンイノ

ベーション戦略協議会、ライフイノベー ション戦略協議会、基礎研究及び人材

育成部会は、それぞれの幅広 く専門的な観点から数か月の審議を行つた。それ

ら審議の結果を、専門調査会が以下のとおり取 りまとめた。

1.課 題 達 成 型 科 学 技 術 イ ノベ ー シ ョンの た め の 構 造 改革

基本計画は、前述のとおり 「車の両輪」の一つ日として 「課題達成型科学技

術イノベーション」を据えている。「課題達成」のためには、研究開発か ら社会

実装を経て社会的課題が実際に達成されるまで、政府 ・大学 ・民間企業等多種

多様な関係者の多数の活動や仕組みが調和的 ・統合的でなければならない。こ

れまでは、政府等関係する組織、制度が蛸壺化 し閉鎖的な状況にあったが、こ

れか らは、国境、主体 (プレーヤー)、場所の垣根を超えてオープン化 し、戦略

的に連携 ・融合 した取組を行つていく必要がある。

国は、このような形で幅広い関係者が一体化 し、統合的に取 り組めるよう主

導するとともに、既存の組織 ・人材に限 らない多様な主体の参画を後押 しする

よう、旧来型の仕組みを改めることが求められる.ま た、社会課題の中でも被

災地の復興再生においては、現場が待つたな しに直面する課題に対 して、こう

した改革を通 じて、科学技術がいかに迅速に応えられるかが切実に問われてい

る。

1.課 題達成のためのプログラム形成の革新

国は、科学技術イノベーション政策を推進するプラッ トフォームとして、総

合科学技術会議に 「科学技術イノベーシ ョン戦略協議会」を設置 し 「科学技術

重要施策アクションプラン」によつて関係府省の研究開発予算を誘導 してきた。

他方、特定の課題達成を加速するには、科学技術のみならず、それ以外の行政

分野も含め関係府省や民間も含めた主体が一体的に施策を形成 ・推進する必要

がある。

<改 革すべき点 (問題の所在)>

基本計画の下で取 り組んでいるアクションプランの対象施策は、立案段階

で関係府省が連携をしているとはいえ、各府省 口局 ・課ごとに立案されるこ

とによる分断や重複が解消された連携には必ず しもなっていない。

また、課題達成に必要な事業化 ・産業化に向け、研究開発プロジェク トの

政策意図、異なる分野の関係者が提供 し得る解決策などについて、府省や分

野を超えた主体間の連携 口共有が不十分なものがあり、円滑かつ迅速に成果

につながる状況にはない。

<対 応方針>

O課 題達成型府省横断プログラム (仮称)の 形成
・国は、総合科学技術会議のリーダーシップによる課題達成に向けた府省横

断のプログラムの形成を検討すべきである。



【課題達成型府省横断プログラム (仮称)の 枠組み】
―総合科学技術会議は、プログラムを形成することによって達成すべき課題

を設定する.ま た、プログラムの進展に応 じて、課題の達成状況のフォロ
ーアップを行う。

一当該課題の関係府省は、民間企業を含め課題達成のための主要なプレーヤ
ーを含む推進体制を構築する。推進体制は、当該プログラムを構成する研

究開発活動及び事業化に向けた取組 (知的財産管理等)、検証可能な目標

等の基本的戦略 ・方針を明確にする。更に、プログラムのマネジメン ト体

制を確立する。あわせて、プログラムの課題達成に関する規制 ・制度改革

等を含めた全体戦略を策定する。
―プログラムのマネジメン ト体制としては、基本的戦略 ・方針を効果的に推

進するため、強い権限を有するプログラムディレクターを設置する。例え

ば、専任として職務に専念できるようにする、又は、プログラム予算等の

資源配分の方針を調整できるようにする。
一推進体制は、上記のプログラムディレクターと綿密なコミュニケーション

を行い、プログラムディレクターを支援する。

【課題達成型府省横断プログラム (仮称)の 例】

例 1)iPS細 胞の医療応用加速化

現行の先端医療開発特区 (複数拠点の研究者をネットワークで結ん

だ複合体が行う研究開発プロジェク ト)は 、①開発段階からの薬事相

談が可能、②研究費の制度間の流用が可能、等研究者から一定の評価

を得ている。iPS細胞の医療応用加速化は現在の先端医療開発特区に

おける一つの研究開発課題である。①や②のメリットを継承しつつ、

これまでの研究開発成果を次の事業化 ・産業化の段階へ迅速 ・確実に

結び付けるための支援も含めた新たなプログラムを、関係府省横断的

に構築することを検討すべきである。

例 2)再 生可能エネルギー利活用の加速化

文部科学省及び経済産業省では、リスクもあるが夢のある中長期的

な技術開発を連携 して推進する基礎から実用化まで一気通貫で進める

未来開拓型の研究開発に取り組んでおり、両省担当課長も含むガバニ

ングボー ドを設置 している。再生可能エネルギー等からの水素製造技

術及び長距離輸送するためのエネルギーキヤリア技術開発等、より社

会実装を見据えて各種規制 ・制度等の研究開発以外の環境整備も一体

的にも取 り組むために、一元的管理を行うプログラムディレクターを

設置する等、横断的取組の強化を検討すべきである。

(注 ;「プログラム」とは、目標達成に向けて、複数の研究開発課題を含む各手段を組

3

み立てた計画や手順に基づく取組である。)

(注;「プログラムディレクター」とは、プログラムについて統括する権限を持つ責任

者をいう。)

2.多 様な担い手が活躍する研究開発環境の革新

世の中がますます複雑化する一方、変化のス ピー ドが速まつてお り、オー プ

ンイノベーションの必要性が高まつている。我が国が社会課題の達成、産業競

争力の強化等の国益を実現するためには、企業 ・大学 ・研究開発法人等多様な

研究開発主体がそれぞれの研究開発力を高め、イノベーションの担い手になつ

てい くことが必要である。このため、大学や研究開発法人等は、科学技術イノ

ベーションの実現に向けて自ら組織運営を革新 し、多様な担い手とのネッ トワ
ークを拡充 していく必要があり、国は、これに応えるため、硬直化 した制度を

革新 し、国内の産学官連携によるイノベーシ ョン創出を強化するとともに、国

内外問わず、新 しい主体、多様な主体が研究開発力を向上 しつつ参画 し活躍で

きる環境を創出 しなければならない。

<改 革すべき点 (問題の所在)〉

大学や研究開発法人等において、運営上の柔軟性や研究環境の魅力が十分で

ないことから、人材流動化、国際的頭脳循環への対応を含め、産学連携やイ

ノベーション創出のための研究開発がダイナ ミックに展開されているとは言

えず、国も、研究開発成果を最大化するような制度を構築できていない。

更に、国の研究開発への外国の大学、外資系企業等の参画に関する国の考え

方が明確でないことから、国益に資する場合でもこうした機関の参画が進ん

でいない。

また、研究開発型ベンチヤー企業 ・中小企業 (以下 「研究開発型ベンチヤー

企業等」という。)は リスクの高い研究開発 ・事業化に挑戦 しイノベーション

を牽引することが期待されているが、その役割はいまだ小さい。累次の政府

支援拡充にかかわらず、これ ら企業の資金やノウハウは依然不足 している。

外国の成功例も参考にしつつ、政府支援を強化することが必要である。更に、

リスクマネー供給の主役となるべきベンチヤーキヤピタルによる投資促進や

株式会社産業革新機構の一層の活躍が期待 される。

<対 応方針>

O国 の研究開発環境の革新

①研究開発法人のイノベーション環境整備
・研究開発法人は、イノベーションを創出する研究開発環境へと組織を革

新する。これを支援する一環として、国の関係部局が協議 し、研究開発

法人について、競争性、透明性、公正性、効率性等を確保 しつつ適切な



ガバナンスを構築する中で、以下の事項の仕組みや、これに関連する運

用について、研究開発業務に応じた適切な内容とすべきである。
一国際頭脳循環 (ブレインサーキュレーション)の 促進
―事務 口事業の特性、調達する財 ・サービスの性質等を考慮 した法人

の契約 ・調達
―イノベーション創出促進の観点からの自己収入の扱い

②国の研究開発への外国の大学、外資系企業等の参画によるグローバルな

イノベーションの推進
・グローバルな競争環境の中で、日標達成に海外の技術の導入が不可欠な

研究開発、国際標準の獲得やグローパル市場のデフアク トスタンダー ド

の獲得によつて成果が活用される研究開発等においては、海外の資源を

取り込みながら市場における効果を最大化し競争力を高める戦略が必

要であり、国益に惇ることがないよう、外国の大学、外資系企業等の参

加に係る方針を策定し、研究開発の効果を高めるべきである。

O研 究開発型ベンチャー企業等の活躍環境の整備

① 国の研究開発へのベンチヤー企業等やベンチャーキャピタルの取込み
・ベンチヤー企業等が国のプログラム ・プロジェク トヘの積極的に参画

できる仕組みの整備の観点を含め、国は、民間の活力を取 り込みなが

ら研究開発型ベンチャー等を支援する方策について検討する。
・国は、研究開発型ベンチヤー企業等が国の研究開発に参入する機会を

広げ、府省による調達にもつながり得る日本版SBIR(中 小企業技

術革新制度)に おける多段階選抜方式の拡充に更に努め、また、各府

省によるこの方式の導入目標設定の検討を推進すべきである。
・革新的医薬品 ・医療機器、再生医療の研究開発において、マッチング

による早期からの企業との共同研究及び研究開発型ベンチャー企業等

を活用した実用化支援策を強化する必要がある。
・国は、技術 ・事業の知見を有するベンチヤーキャピタルを国の施策に

取 り込んでその目利き機能や経営 ・事業化ノウハウを活用する新たな

方式を推進することによつて、研究開発型ベンチャー企業等を発掘 ヨ

育成するとともに事業化を支援すべきである。

② リスクマネー供給の拡大

前項の国の研究開発への取込みだけでなく、更なるリスクマネー供給

を促進することによつて、研究開発型ベンチヤー企業等の事業化成功を

増大させるべきである。
・株式会社産業革新機構がベンチャー企業等への投資強化のため、機構

の人員増強 ・体制整備を図る中、同機構による研究開発型ベンチャー

企業等への投資の拡充も望まれる。
・国がベンチャーキヤピタルの投資 リスクが軽減される種類株式活用の

ため税解釈を明確化 したことに続き、業界団体が促進 ・定着のための

ガイ ドライン等を策定することによつてベンチヤーキヤピタルの投

資活発化が期待される。

3.科 学技術の活用による復興再生の加速

東日本大震災の被災地の復興再生は我が国の最重要課題であることは言 う

までもない。これを踏まえ、大規模災害の被災地の復興再生に取 り組むこと

は、科学技術を現場に実装まで結び付ける具体的な取組の典型例である。

眼前に課題を抱える被災地、また、新たな科学技術の研究開発成果を受け

入れる余地やニーズのある被災地において、復興再生を進めていくためには、

実証 口実用段階にある科学技術を迅速かつ有効に活用するための改革が必要

である。

<改 革すべき点 (問題の所在)>

被災地方自治体のまちの復興について、地方自治体は、復旧事務等に多忙

を極める中、既存の枠組みに納まらない行政横断的ニーズに加えて、技術蓄

積が十分でない分野のニーズヘの対応も必要となった。 しか し、これらの新

たなニーズに応えるために必要な技術について、地方自治体の多くは、技術

の実用性の検討 ・判断の情報がそろわず、適切なア ドバイザーもいなかった。

雇用の創出 ・拡大については、有用な技術であつても、技術を活かす経営

やマネジメン トができる 「人J、 技術を創業や雇用に結び付ける 「場」、技

術を実用化に結び付ける 「資金」の 3つ が出会 う機会が不足 し、事業化に結

び付いていない。

規制 口制度と技術の関連については、既存のルールの中で、復興に当た り

採られた 「減災」の考え方を研究開発にどのように取 り込めば良いのか、緊

急時の医療体制の緩和措置等がどこまで適用されるのか、といつたことが明

確でないため、技術の利活用が十分に行われているとは言い難い。

<対 応方針>

0科 学技術を復興再生の取組に活かす環境整備

東日本大震災からの復興再生を図るため、国は、被災市町村へ総力を挙

げ支援するとともに、平常時の枠組に捕われない新たな取組として復興特

別区域制度などの復興関連制度に基づ く措置を講 じてきた。今後予測され

る大規模災害への対応のためには、国は、例えば、適切な立場の者が十分

にリーダーシップを発揮 して科学技術を被災地で活用できるような環境整

備の具体化等、科学技術を復興再生の取組に活かすための条件整備、また、



その時点で実用段階にある技術を組み合わせ早期に試行できるようなルー

ル作 り等、平常時の枠組みに捕われない迅速かつ柔軟な対応を可能にする

仕組みづくりを進めるべきである。
一方、総合科学技術会議は、新たなまちづ くりの促進、雇用の創出 ・拡

大等の課題達成に向け、技術 と 「人」 「場」 「資金」の 3条 件とを結び付

ける機会を拡大できるような取組を促進 ・支援する。

I.基 礎 研 究 力 の 充 実 強 化

大学がより開かれた競争的環境か ら、経済的 ・社会的インパク トの大きい成

果を世に送 り出す ことは、今後の我が国全体への明示的な貢献につながるだろ

う。その精神は、基礎研究と人材育成を、大学という 「閉 じられた」空間の問

題と捉えるのではな く、我が国が抱える、より広い国家的 ・国民的課題への寄

与を意識することに他ならない。

大学の教育を通 じて育成される高度な人材はイノベーションを起 こし、それ

を促進するために欠かせない。また、大学の研究は、アカデミアのものではな

く、基礎研究の進展が社会の 「知」の基盤そのものを変化させる力を持つとと

もに、イノベーションとなつて 「業」の基盤をも変化させる力を持つ。

1.大 学の研究基盤の強化

<改 革すべき点 (問題の所在)>

グローバルな競争に対時するためには、国内の研究大学が独自の特色を持つ

て、互いに競争 しなければならないにもかかわ らず、それに必要な大学マネジ

メン トの力が発揮できておらず、社会や国民生活、産業発展に向けた大学の努

力や基礎研究の重要性、貢献度が国民から見えに くくなっている。

法人化に伴い国立大学に民間的経営手法の導入が期待されている中で、学部

ごとの教育研究の評価に基づ く資源配分の見直 しが行われず、また大学内の経

営改善や組織再編が進んでいない。

<対 応方針>

0大 学の長期 ビジ ョンを推進する資金配分

国は、優れた成果を上げたものが報われる資金配分の新たな仕組みの構築

を検討すべきである。

O適 切な相対評価 と資源配分への反映

グローバル化が進み、国際的競争が激 しくなる中で、我が国の大学におい

ても適切な相対評価に基づく資源配分や、それに基づ く組織再編等が柔軟に

行われるべきである。教育及び研究の評価の在 り方に関 しては、種々の課題

があり全体システムの構築は容易ではないが、適切な相対評価 と資源配分ヘ

の反映な くして、国立大学法人制度の PDCAは 回らない。国及び大学関係

者は、大学の責務を踏まえつつ、この課題への取組を急 ぐべきである。

2.研 究支援体制の充実

<改 革すべき点 (問題の所在)>

科学技術の高度化に伴い高性能な装置が導入されるなど、基礎研究の実験

段階から応用に至るまで、研究者だけでは研究を実施 ・継続することが困難

となつており、技術者や知財専門家等様々な研究支援者の参画が不可欠とな

っている。

<対 応方針>

0研 究支援人材を安定的に確保する方策の整備

研究支援人材を安定的に確保する方策については、民間における研究サー

ビス事業の活用も含めて、産学官の幅広い連携の下、課題の検討を進めるベ

きである。

3.科 研費等の競争的資金制度の改革

<改 革すべき点 (問題の所在)>

我が国最大規模の基礎研究を支える中核的な競争的資金である科学研究費

助成事業 (以下 「科研費」という。)は 、研究者の自由な創意に基づく独創的 ・

先駆的な研究に対 して支援を行う資金であり、その意義 ・有効性を訴える声

は研究者の中に多い。これに対 し、平成 13年 度か ら22年 度の 10年 間で

科研費の総額は約 400億 円 (20%)増 額 してお り、厳 しい財政状況が続

く中にあつて突出した伸びを見せてし`る一方、この間の研究論文数は伸び悩

んでいる。このような状況にあるのはG7で 我が国のみであり、科研費等の

競争的資金が論文産出に果た している役割の大きさにかんがみ、科研費等競

争的資金制度の在 り方を検証する必要がある。

<対 応方針>

0科 研費の資金配分の在 り方の検討

論文のいわゆる量 と質にかかわる指標が低下 している現状を踏まえ、競争

的資金全体の制度設計を総合的に検証する必要がある。科研費は競争的資金

全体の 6割 を占める中核的な競争的資金であることから、資金の大幅な増加

が結果に結び付いていない制度的要因について検証 ・分析を行い、この分析



結果及び制度の意義 ・有効性 を踏まえ、資金配分の在 り方について検討を率

先 して進めるべきである。
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科学技術を利活用し、被災地の復興 ・再生を促進するための仕組みの見直し等について

(中間とりまとめ)

復興・再生戦略協議会

I.検 討の背景

第4期 科学技術基本計画では、 「課題達成のために科学技術を戦略的に活用 し、その成果

の社会への還元を―層促進すること。Jま た、その推進のために、 「人文科学や社会科学の

視点1)取り入れ、科学技術政策に加えて、関連するイノベーション政策1)幅広く対象に含め

て、その一体的な推進を図っていくこと」の必要性を謳った上で、 「震災からの復興 ・再生

の実現」を、科学技術イノベーション政策を戦略的に推進する主要な柱の一つに掲げた。

本年 5月 に設置された復興 。再生戦略協議会は、 「目指すべき社会の姿」として、

① 東 日本大震災からの復興 ・再生を遂げ、地域住民の安全で豊かな質の高い暮らしが実現

できる社会

② 東北地域の復興 。再生をモデルとして、より安全、かつ豊かで質の高い国民生活を実現

できる強靭な国

の 2つ を掲げて、協議を開始 した。 7月 には、科学技術関係予算の最重点化の方向性を示す

ための 「平成 25年度科学技術重要施策アクションプラン」の 「復興 ・再生並びに災害からの

安全性向上」として、

①命 ・健康を、災害から守る

②仕事を、災害から守 り、新たに倉」る

③居住地域を、災害から守 り、新たに創る

④モノ、情報、エネルギー等の流れを、災害時t)確保 し、新たに倉りる

の4つ の 「政策課題」のもとに、取 り組むべき重点的取組をとりまとめた。

東 日本大震災から1年 9箇 月余を経た現在、被災地の復興 。再生の進捗には、未だ少なか

らぬ課題が認められる。協議会では、科学技術の利活用による被災地の復興 。再生を進めて

いくためには、既に実証段階、実用段階にある技術を対象として検討することが、有効と捉

えた。顕在化 している課題を抽出し、構成員の経験や知見、実証段階や実用段階にある技術

を活用 した復興 ・再生への取 り組み事例の調査などに基づき、議論を進めた。

ここに、大規模災害からの早期の復興 。再生を、科学技術を利活用 して進めるために有効

と考える仕組みの見直し、技術開発成果と教訓を活かすために推進する取り組みについてま

とめた。

なお、協議会の議論では数多くの提案があったが、大規模災害からの復興 。再生への科学

技術の利活用に注目し、既に実証段階、実用段階の科学技術の利活用等につながるものに焦

点をあててまとめた。

―
―
―
―
―
ユ一

Π.解決すべき課題と解決を阻害する要因

科学技術は、技術を理解 し育て活かす人材、

技術を切磋琢磨 し育て活かす場、技術を育て

活かすための資金が整つて初めて、社会への

実装あるいは課題達成が図られる。

震災からの復興 。再生に活用可能な多くの

実証 ・実用段階の技術が、十分な社会実装に

結びついていない現状を、 「政策課題」より

抽出した被災地で解決すべき課題毎に整理 し

て以下に記す。

(1)医療提供体制の再構築

高齢化 ・過疎化の進んでいた被災地東北地方は、元々の医療提供体制の脆弱性が、震災

で加速 し顕在化 した。医師の絶対数不足や医師自身の被災地外への転居、まちづくりの遅

れ等による不動産の不足 。高騰等が阻む医療機関の再建などにより、医療提供体市1の再構

築は進んでいない。例えば、岩手県では、県民の 9割 以上が重要視する 「医療機関や社会

福祉施設などの機能回復」について、進捗を実感 している県民は 14%強 のみの状態。

医師や医療機関が不足する中で、医師法の運用見直 し等を受け、 ICTを 活かした地域

医療連携や遠隔診療の実証運用等が行われているが、医療機関側の経済的負担や、医師法

に定められた対面診療に比べて増す診療 リスクなどから、未だ一部の地域の取 り組みにと

どまっている。

(2)雇用の創出・拡大

被災三県全体の雇用の需給状況は改善してきたが、未経験者の就職の難 しい建設業等の

求職者数を求人数が上回る一方で、食品製造業を初めとした地元主要産業では女性の求職

希望に求人数が不足するなど、依然ミスマッチが存在。

科学技術を利活用した雇用の倉り出 ・拡大に取 り組むにも、実証段階、実用段階にある技

術が、

① 倉J業・再開 。事業拡大などの意欲や経営 ,マネジメン ト能力を持つ経営者や、技術面や

販売ルー ト開拓も含めた経営面についてア ドバイスやサポー トのできる人材

② 技術を操業や雇用に結び付ける場 (実証フィール ド、技術と人の出会い、マッチング等)

③ 人と場を結び付けて雇用の倉1出 ・拡大につなげる資金

と、出会い結びつく機会が不足 しているため、雇用や操業にまで至つていない可能性があ

る。

(3)新たなまちづくりの促進

被災地自治体は、復旧 ・復興の対応事務が急増し、全国の自治体からの派遣職員等を受

技術と人も場・資金の線づくり
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け入れても、なお人手不足の状態。更に、職員は、今まで経験や蓄積の無かつた分野の対

応も必要にな り、職員数や専門能力などの量 ・質の両面から、復興 ・再生に十分に取り組

むことが出来ない現状。

既存の枠組みに収まらない行政横断的なニーズ、技術蓄積が十分でない分野のニーズヘ

の対応にも、個々の技術の採否の検討や判断のための情報が揃わず、また、横断的なマネ

ジメン トなどについて外部ア ドバイスを得るのも手探 りの状態。

また、国県市あるいは近傍自治体など、複数官庁にまたがる調整を必要とする事務も多

く、権限や責任の分担が複雑なために意志決定が迅速 ・適切に機能していない事態も見受

けられる。これらの中には、緊急時における判断にもかかわらず、平常時と同様のルール

等を基本とした緩和措置や事務処理が進められたために、新 しい取り組みに踏み出せない

事例も見受けられる。

(4)除染作業の加速等

原子力発電所事故により拡散 した放射性物質の除染等の技術は、対応技術を切磋琢磨 し

育てる場が過去に存在せず、昨年来、関係機関が各々の専門性を活か して研究や実験を進

めている。また、 「除染及び特定廃棄物処理に関する関係閣僚会合」において 「除染推進

パッケージ」の着実な実行のために課題横断で関係府省間の連携強化や個別具体の対応な

どが確認 されてレヽる。

Ⅲ.対応方針

被災地における 「震災からの復興 。再生」を進めるための対応方針として、科学技術を活

かして進めるために有効と考える仕組みの見直しと、技術開発成果と教訓を活かすために推

進する取 り組みについて、以下のようにまとめる。

1.被災地の復興・再生を、科学技術を活かして進めるための仕組みの見直し

東 日本大震災からの復興に向けた課題は大きくかつ多岐にわたり、その解決には多くの

困難がある。このため、政府が、復興を担 う主体である被災した市町村を、財政面の支援、

行政手続の負担の軽減、人的 ・技術的協力等により、総力を挙げて支援 している。被災地

では、新たな取組である復興特区制度などの復興関連制度に基づく措置などを活かしなが

ら、復興事業の推進に取 り組んでいる。

こうした中で、協議会は、新たなまちづくり分野を初めとして、復興。再生を進めるため

に、より技術を利活用できる余地があると考えた。技術を、更に利活用 して、復興再生を

進めていくために、有効と考える仕組みの見直しについて提案する。

なお、 1に 掲げる提案は、震災にて1り加速 ・顕在化 した構造的課題への対応 として、東

日本大震災だけに限つた特例措置としてではなく、今後想定される大規模災害への対応、

震災により加速 ・顕在化 した社会構造的な課題への対応としての検討が望まれる仕組みで

ある。

(1)復興・再生の取り組みに科学技術を利活用するための条件の整備

① 技術を活かしたまちづくりを進めるリーダーシツプを発揮できる環境整備

例えば、無に帰 してしまったが故に可能な、新 しい技術を活かしたまちづくりや産業

興しは、関係府省が複数行政に関わるものがある。また、民間事業者によつて運行され

る地方圏の公共交通は、複数の自治体にまたがつて運行されている場合が多い。

→ 災 害の規模や態様に応 じて、適切な立場の者が十分なリーダーシップを発揮できる

ように、国や地方自治体等の事務や権限等のあり方について改善を図 り、復興 。再

生の最適なマネジメン トが実施できるような仕組みを整えること。

② 取り組む技術者が日標とする水準等、「減災」の指針となる考え方の明確化

東 日本大震災からの復興にあた り、災害の被害を最小化する 「滅災」の考え方が採 ら

れた。 しかし、何を優先 し、どの程度の 「被害の最小化」を目指すのかが明確で無いた

め、研究者 。技術者にとつて、研究開発の目標 とする水準が定め難い。

→ 災 害からの復興への取 り組みに、科学技術の力を最大限活かしていくため、研究開

発を進める際の明確な指針 となる考え方を示すこと。

(2)平 常時の枠組みに捕らわれず、緊急時に、科学技術を利活用し迅速かつ柔軟な対応を可

能にする仕組み

大規模災害発生時には、平常時の枠組みに捕らわれない対応を講 じられるような考え

方もとるべきである。

→ 例 えば、被災地の新しいまちづくり、被災住民の交通手段の確保、また地域産業の

復興も含めた取 り組みなどを進めるためには、その時点で実用化あるいは実用性の

見込まれる技術を総動員 し、既存の枠組みに捕 らわれない取 り組みを、早期に試行

できるような仕組みを予め準備 しておくこと。

→ ま た、被災地の医師 。医療機関の偏在 ・不足の中で、ICTを 活かした地域医療連

携や遠隔診療を活用し、患者や医師等の負担を軽減する措置を講ずることも有効。

これらは、将来の社会構造の抱える課題解消の先行モデルとなり得る。

2.被 災地の復興・再生に、技術開発成果と教訓を活かすため推進する取り組み

被災地の復興 。再生の加速に向けた仕組みの見直しの議論を進める中で認識共有した課

題の内、技術開発の成果を被災地で活かすための取 り組み、得られた教訓を今後に活かす

ための取 り組みとして、必ずしも仕組みの見直しを行わなくとも着手 ・推進できる特記す

べき取り組みを以下に記す。

(1)「倉1業・雇用の拡大」や「まちづくりの推進」を加速する技術の社会実装を実現するための

「人」「場」「資金」の縁の場づくり

「創業 ・雇用の拡大」や 「まちづくりの推進」などの被災地の復興 。再生を、技術開

発成果を活かして加速 していくためには、技術を取 り巻く

①-1 創 業や事業拡大、活気のあるまちづくりに対し、志と意欲、経営やマネジメン



卜の能力を備えた 「人材」

①-2 技 術の良否などの目利き 。助言、あるいは経営面のア ドバイスなど、外部から

サポー トのできる 「人材」

② 開発技術を実証するフィール ドや、技術・人・資金を結び付ける機会としての 「場」

③ 技術 。人 ・場を結びつけて創業 ・雇用やまちづくりの行動を裏付ける 「資金」

の条件が整 うことが重要。

協議会としても、関係府省庁のほか、産学はじめ多様な関係者と連携を図りながら、

技術が、人と場 と資金と出会い、結び付き、現場に定着していく活動の、促進 ・支援を

進める。

(2)被 災地の復旧・復興過程の教訓。経験を活かして加速すべき技術分野の取り組み

仕組みの見直しの検討を進める中で、取 り組みを加速すべきことを強く認識 した分野

の例を以下に記す。

① 被災時あるいは復興過程で得られた教訓を、共有・伝承・活用するための「復興支援学」

の推進

災害に対する行政は、原則基礎 白治体の事務。 しか し、基礎自治体が個々に内部

の知識や経験を培 うことは非現実的である。今回の震災で得た教訓を共有 ・伝承し、

今後、不幸に1)大規模な災害を被った際に、被害を最小化 し、二次災害を抑制 し、

早期復興に活用 していけるよう、知見を学問として体系化 しておくことが重要。

② 「減災」にかかる技術の被害減衰効果等の検証

今般、復興にあたりとられた考え方 「減災」は、これまで十分研究されてきた分

野とは言い難い。一方で、災害を 「防ぐ」ことはできないながら、被害を 「減ずる」

ことに役だつた施設等の事例は確認された。施設等の持つ減衰効果等を検討するこ

とは、 「減災」の考え方の明確化がなされた際には重要な実用技術となりうる。

なお、平常時の基準を満たさない災害廃棄物や津波堆積物を再生資材として復興事業に

利活用 していくための技術開発、原子力発電所事故の影響の軽減等のための除染等の技術

開発については、研究の歴史が浅い中で、早期かつ効果的な現場適用が求められる分野で

ある。それぞれ、現地における処理 ・処分を進めながらの再生利用方法の検討や、技術検

証等に基づく除染ガイ ドライン等の見直 し等を行いつつ、横断的な対応、体系的な対応に

も努めながら推進 していくことが重要である。

Ⅳ。おわりに

本協議会は、 1に 示 した 2つ の 「目指すべき姿」を掲げつつ、本とりまとめにおいては、

大規模災害からの復興 ・再生への実証段階、実用段階の技術の利活用に焦点をあてた。

このため、必ず しも全ての提案について、十分な検討を尽くすには至らず、残されたもの

については、引き続き検討を進める。
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例えば、日技術を総動員した取り組みを、既存の
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げられる仕組みの準備

・地域医療連携や遠隔診療の活用によ
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2.技術開発成果や教訓を活かす取組の推進

(1)技 術の社会実装を実現するための

人・場・資金の縁づくり

CH志 や意欲を持ち、経営やマネジメントの能力
を備えた「人材」

①-2技術の目利き・助言、経営アドバイスなど、外
部からサポートできる「人材」

② 技術の実証フィールド、技術・人・資金を結びつ

ける「場」
③ 技術口人・場を結び行動を裏付ける「資金」が、

技術と結びつき。定着していく活動。
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グリーンイノベーション実現に向けたシステム改革等の対応方針

(中間取 りまとめ)

平成 24年 12月

グリーンイノベーション戦略協議会

1.検 討の背景

第4期 科学技術基本計画に基づいて、総合科学技術会議に設置されたグリーンイノベ

ーション戦略協議会 (以下、「協議会」とい う)で は、グリーンイノベーションに係る

平成 25年 度アクションプラン (以下、「アクションプラン」という)を 策定するととも

に、グリーンイノベーション実現に向けたシステム改革等について検討を行った。

我が国では、東 日本大震災を契機 とした原子力発電の位置付けについて見直 しを行つ

ているなか、アクションプランで掲げた目指すべき社会 「豊かで活力のある持続可能な

成長を実現するエネルギー ・環境先進社会」の実現に向けては、従前にも増 して環境 ・

エネルギー問題に貢献する技術を総動員する必要がある。そのためには、産学官の多様

なアイデア ・開発意欲を引き出すとともに、その成果を社会に定着させる様々な仕組み

の改革 ・構築が不可欠である。
一方、限られた財源の中では効率的な財源投入が必要 との認識に立ち、協議会では、

数多くの論点の中から 「グリーンイノベーション実現に向けた国費投入のあり方」につ

いて焦点を当てて纏めた。

2.改 革すべき点 (問題の所在)

グリーンイノベーションを実現 し社会へ実装するための国費投入のあり方を検討する

なか、基礎的な研究開発から産業化に至る各ステージにおける問題点を以下に整理 した。

○出口志向の研究開発を成立させるに当たつての問題点
。研究開発事業の政策意図に対する周知が不十分なため、また、現場研究者の評価制度が

出口志向ではない場合があるため、現場研究者が科学技術イノベーションを通 じて社会

の恩恵や便益、あるいは地球規模での環境保全に貢献するという意識が希薄である。
・事業化 ・産業化に向けた異分野との連携や省庁連携が不十分である。

○事業化に至る確率を向上させるに当たっての問題点
・事業化に向けては、当初設計通 りにはいかないことが多々あるという中長期的な視野

が欠落しているため、産学等から起業を目指す人が失敗を恐れずチャレンジするため

の環境整備やモチベーションを維持 ・向上するための支援が不十分である。

・ベンチャー企業等を育成支援する活動主体に対する支援等、事業化のための研究開発

だけではなく、事業化そのものへの取組に対する支援が不十分である。

○産業化 ・社会への定着の達成と成長を支援するに当たっての問題点
。事業化はしたものの事業環境 (規制 。制度、インフラ等)が 整備されていないことに

より市場に定着 しない、成長が継続 しないことへの対策が不十分である。
・国による事業化初期の導入支援策はあるが、個別対応 ・縦割 り対応的なものが多く、

十分な効果を発揮 していない。

その他、社会実装に向けた全てのステージを通した問題点として、以下に整理する。
・ プ ログラム/プ ロジェク トマネジメン トに対する権限等の位置付けが不明確であり、

かつ、マネジメン トに対する資金提供が不十分である。同時に、プログラム/プ ロジ

ェクトマネージャーを育成支援するための取組が不十分である。
・ プ ログラム/プ ロジェク トを専任で評価する組織等がなく、財源投入の有効性 ・効率

性等に対する評価が不十分である。
・客観的根拠を収集・考察し、戦略を検討する公的なシンクタンク機能が不十分である。

3.対 応方針

グリーンイノベーションを実現し、それを社会実装することで国民が恩恵を享受できる

社会の実現に向けて、組織や運用を改革するとともに、シーズとニーズの連携を深め社会

実装までを一気通貫で強力に推進するために有効と考える、「課題達成型プログラムの戦

略的な立案と推進」及び 「グリーンイノベーションの創出を目指す起業家支援の推進」を

国費投入における一つの 「柱」として提言する。

(1)課 題達成型プログラムの戦略的な立案と推進

政策課題に対して、研究開発現場等に政策的な意思を周知 しながら強力なプログラム

ディレクターの下で産学官、府省、分野及び業種の枠を超えて、かつ、基礎的な研究段

階から社会実装までシームレスに取組むための機能も備えた先導的なプログラムの創

設について検討すべきである。

なお、検討に当たつては、以下に挙げる観点も考慮することが必要である。
。 国として取組むべきテーマ ・戦略を産官学の知見を結集 して立案するとともにプロ

グラム運営を担 う推進機能の整備 とそれを支えるシンクタンク機能等の検討体制の

整備。
・ プ ログラムディレクター等のモチベーションを引き出す責任 ・権限体制とその支援

組織及び客観的な評価システムの整備。
・ プログラムの政策的な目的と意義が現場研究者に継続的に認識される仕組みの整備。



。 社会実装と実装後の成長の基盤 となる規制 。制度及びインフラ整備等に対する支援

方法の整備。

(2)グ リーンイノベーションの創出を目指す起業家支援の推進

多様なアイデア ・開発意欲を持つベンチャー企業等のチャレンジを支援 し社会実装に

結びつけるため、国が民間の活力を最大限に取込みながら支援する方策につぃて検討す

べきである。

なお、検討に当たつては、以下に挙げる観点も考慮することが必要である。

・ 国 からの積極的な投資等の支援により民間からの投資を活性化する仕組み※1の整備。

・ ベ ンチャーキャピタル等のマネジメン ト等に関するノウハウを活用する仕組みの整

備。
・ 海 外機関との連携等、国際的な視点から競争力を向上させる仕組みの整備。

・ ベンチャー企業等が国のプログラム ・プロジェク トヘ積極的に参画できる仕組み※2

の整備。

4.お わりに

検討の背景にも記 したように、グリーンイノベーションの実現及びその社会実装のた

めには様々な仕組みの改革 。構築が不可欠である。しか しながら、本対応方針を検討す

るにおいて時間的制約から全ての課題について十分な検討を行 うことは困難であった

ため、更なる詳細な検討課題については、協議会において引き続き検討を進める。

以  上

(補足)

※1

※ 2

第4期科学技術基本計画 (平成 23年 8月 19日 閣 議決定)に おいてt)、ベンチャー活動の活

性化を図るため、 リスクマネーがより効果的に提供される仕組みを強化するとされている。

例えば、民間側のリスクが軽減されながら、研究成果を事業化する可能性の高い分野に資金を

投入するため、民間と国の出資比率について国の割合を上げるとともに、国の出資分について

は、民間が買い取ることが可能とする仕組みの導入も考えられる。

第4期科学技術基本計画 (平成 23年 8月 19日 閣 議決定)においても、SBIR(Small Business

lnnovation Researclllにおける多段階選抜方式の導入を推進するとされている。

例えば、研究開発予算の一定割合をSBIR用 に確保することや、米国での成功例を参考とした3

段階選抜方式のSBIRを 導入することが考えられる。



基礎研究及び人材育成におけるシステム改革について

(中間とりまとめ)

平成 24年 12月

基礎研究及び人材育成部会

<1.は じめに:検討の背景>

基礎研究と人材育成は、「科学技術イノベーション促進のための仕組み」を作り上げる最も重要

な基盤を成している。そればかりか、高度知識基盤社会の真つただ中にある我が国にとつて、基

礎研究や人材育成は、付加価値の高い知識創出に欠かせないばかりか、グローバルな経済競争

の最前線と切り離すことのできない要素となつている。このことは、本年 12月 に山中伸弥京都大

学教授がノーベル生理学・医学賞を受賞した :PS細 胞の研究成果からも明らかである。昭和 62

年の利根川進教授の受賞以来、25年 ぶりとなる生理学・医学賞での受賞(自然科学分野におい

ては日本人 15人 日)ということにとどまらず、「(山中教授による)革新的な発見は、個体発生や細

胞の分化についての理解を根底から覆すものであつた。…教科書は書き換えられ、新たな研究分

野が確立された。Jと受賞理由で述べているように、ノーベル賞選考委員会もその成果に極めて

高い評価を与えており、成果の発表からわずか6年という異例の速さでの受賞となつたことにも、

評価及び期待の高さが表れている。

この研究は、基礎研究の金字塔であるのみならず、極めて大きな産業的可能性を持つイノベー

ションの契機であり、科学技術イノペーション政策において、我が国の理念の面からも、世界を先

導する可能性を持つていることを示唆するものである。なぜなら、科学技術イノベーションのフロン

ティアを走つているアメリカが大学での研究の特許化について、アメリカ発の新しい知識や技術を

囲い込む政策を 1980年 代から採用しているのに対し、今回、京都大学と山中教授は、iPS細 胞

研究の成果を排他的に独占するのではなく、オープン化することでより多くの研究者や企業の参

加を呼び込み、研究の加速と技術を普及させ画期的な成果を一日も早く社会還元させるという方

針としているためである。

このように我が国の科学技術の水準の高さを示す快挙が生まれる一方で、近年の綸文指標に

おいて、世界の主要国と比較し著しく低い伸びにとどまり、国際的地位が相対的に低下しているこ

とに見られるように、我が国の国際的な基礎研究力は危機的な状況にあるとの指摘がある。基礎

研究は、「イノベーションの源泉たるシーズを生み出すもの(多様性の宙床)として、また、広く新し

い知的・文化的価値を創造し、直接的あるいは間接的に社会の発展に寄与するもの(第4期 科学

技術基本計画第Ⅳ章)」である。基礎研究力の強化に向けて、課題の分析に基づく的確な対策が

早急に求められる.

このような中、本年7月に開催された第 103回 総合科学技術会議本会議において、内閣総理

大臣から「システム改革等イノベーション実現に必要な施策のあり方について、年末までに対応方

針を取りまとめ」るよう指示があつた。その指示に応えるべく、総合科学技術会議は基礎研究と人

材育成に関する事項について、イノベーション政策推進専門調査会に設けた「基礎研究及び人材

育成部会」において審議を行うこととした。本部会では、システム改革に関する重要課題について、

研究基盤整備(大学マネジメント改革)、人事制度改革及び競争的資金改革の3つの綸点から、

数か月にわたり集中的に審議を行つたので、その結果を同専門調査会に報告する。

<2.検 討の視点>

① 本部会では、研究大学(世界と戦える研究の拠点となる大学:Research Universly)を中心

とする基礎研究力の充実方策について議綸を重ねた。その中心は、アカデミアの基礎的体力を

回復させるための組織のオープン化、研究組織のグローパル化への対応、若手研究者の活躍

の機会を拡大する組織改革、研究拠点としての大学問競争の促進等の観点から、大学のシス

テム改革を具体的に推進することを目的とする。我が国は 20年 にもわたる経済的停滞の時代

に加え、未曾有の農災を経験しており、大学がより開かれた競争的環境から経済的・社会的イ

ンパクトの大きい成果を世に送りだすことは、今後の我が国全体へ明示的な貢献をすることに

繋がるだろう。このことは、基礎研究と人材育成を、大学という「閉じられた」空間の問題として

捉えるのではなく、我が国が抱えるより広い国家的・国民的課題への寄与を意識することに他

ならない。

大学の教育を通じて育成される高度な人材は、イノベーションを起こし、それを促進するため

に欠かせない。また、大学の研究は、ひとリアカデミアのものではなく、基礎研究の進展が、社

会の「知」の基盤そのものを成熟させる力を持つとともに、イノベーションとなつて「業くぎょぅ)Jの基

盤をも変革する力を持つことを認識する必要がある。同時にそれは、アメリカというイノベーショ



ンの巨大な拠点と、台頭しつつある東アジア地域のイノベーション拠点の中間地点にあって、我

が国が世界に存在感を示すことにも通じるものである。

② 翻つて、我が日の研究力の状況を具体的に検討すると、研究者による綸文数自体は増加して

いる反面、その伸び率を見れば G7の 中で唯―停滞している。また、被引用数の多い論文数に

関しても同様の傾向が見て取れる(回表1)。さらに、国際的には欧州を中心に増加している国

際共著論文の指標を見ても、我が国の現状は他国のそれと較べて著しい違いが見られる(図表

2)。                         ′

これらも一因となつて、世界大学ランキングにおける我が国の大学の地位は明らかに低下し

つつあり、その中の一つである『タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)Jから公表された今

年度の「世界大学ランキングJでは、上位 200校 に入つた日本の大学数は昨年と同数の5校だ

が、東京大学以外の4校 はいずれも昨年から順位を落としており(図表3)、同誌から「日本全体

としては憂慮すべき結果Jとされたのである。

図表 1

【主要国における論文数とTop10%補 正論文数の伸び率】

菫彗彗菫言壼重露彗憂菫塁曇ヨ壼登菫壼露憂斑露:憂言諸鷺霧
_凛日 、.員 ■__B率  . ドタ  : 中ロ  フ ランス … 韓■_全 晰

出典:科学技術政策研究所 ■査資料204 科学研究のベンチマーキング2011

図表3

世界大学ランキングにおける日本の大学の位置付け

日本大学
世 界 ラン キ ング

2011公 表 20124姜]曼

東京大学

京都大学

東京工業大学 108

東北大学

大阪大学

(出晨:タイムズ・ハイヤー・エデュケーション 世界の大学ランキング)

これらの数値は、我が国の基礎研究力の国際的地位の相対的低下を示している。本部会で

は、この事実を大学の現状との関係で捉え直すことによつて、次のような課題を選び出し議綸し

てきた。

i)国 際的に卓越した研究拠点が形成されにくくなつており、また、研究環境の停滞もあつて

先端的・独創的な研究も生まれにくくなつていること。

ii)運営費交付金等が毎年削減される一方、競争的資金は増加した。しかし、その獲得のた

めの申請書類作成等が研究者に重い負担となって、研究時間が不足していること(図表4).
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ドイツ ὶ 0'

鶏本 与Cゆ3 f r31 '  I !繰

フランス 7 1 ■2 1 “ ヽ

壼世昇 1 0 7 , 1 0 3 1  "ち



‖)着 手研究者の常勤ポストが著しく減少していること(回表5)。

市)国 際共著綸文率で欧米諸国との差が拡大していること(日表2)や外国人研究者が少ない

ことに表れるように人材の国際的多様性確保が遅れていること。

大学の国際競争力を劣化させている原因は、これらのどれか一つによるものではない。上記の

多様な事柄を要因として、かつこれらが複雑に絡み、研究の質的レベルを向上させるための環境

の劣化が進んでいる。

図表4

… ″

0研 究者●fこかかる外●貴合豪書丼力0時ロポ増口している―方、研資嬌軸にかか0時綺は■夕,

◆帯寅澪島●嵐化 撃ヽ椰彙アンケート,

図表5

圏立大学における常勤着手数員割合の推移

H18     H19     H20    H21

注 鍾手舞襲こ線鶴 軍Tの 留員を示す。
出員 購 鶴 囲 聯 細 蜘 10j鍛 ― 威

この問題の複雑さに鑑みて、本部会ではこれらの要因を個々に分析するのではなく、大括リ

の3つの働点から検討することとした。それらは、(1)「財政制度0組織等研究基盤に関すること

(大学のマネジメント)」、(2)「着手研究者の確保等人事制度(マネジメント)に関すること」、(3)

「競争的資金に関すること」の3つである。これらはそれぞれ、「仕組み、ヒト、資金」の3つの大

きな要因と対応している。本部会では、問題をこの3つに分類整理した上で、各項目の課題と方

針について具体的な検討を進めた。

<3-1.財 政制度・組織等研究基盤改革>

(1)改 革すべき課題(問題の所在)

① 日立大学の基盤的経費(国立大学法人運営費交付金等)自体は決して小さな額ではない。

しかしながら、その総額は年々減額されており(回表6)、各部局(学部、研究所)での人件費を

支出できる額でしかなくなつていることもあり、法人化により学長のリーダーシップの下でトップ

ダウンによる改革が期待されていながら、大学の個性を伸ばす取組が困難となつている。

② 部局内における予算も、前年度の配分額を基にして形式的に配分されているにすぎず、部

局内での若手研究者の挑戦的取組に投資することが難しく、また、部局の取組についてのPD

CAを 回す手段になつていない。

③ 運営費交付金等が削減される一方、それを相殺するように大型の競争的資金も増加して

いる。大学は資金確保のために当骸資金への応募を余儀なくされているが、その多くは予め

設定された特定の目的に限定したプロジェクHこ大学の研究者グループが応募するものとなつ

ている。このため、各大学は当該資金が設定する特定目的へ学内資源を集中的に配分せざ

るを得ないことから、特色ある大学づくりが進まない面がある。また、その競争的資金への応

募や執行管理・成果取りまとめに多くの事務負担がかかつており、研究者の研究時間を実質

的に奪つている。

④ グローバルな競争に打ち勝つためには、国内の研究大学が独自の特色を持つて、互いに競

争しなければならないにもかかわらず、それに向けた大学マネジメントの力を発揮できていな
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い.そのため、社会や国民生活、産業発展に向けた大学の努力や基礎研究の重要性 0貢献

度が国民から見えにくくなつている。

図表6

運営費交付金の推移

回表7
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出典 :文部科学省作成

(出典:文部科学省目立大学法人後の現状と課■について(中間まとめ))

⑤ 科学技術政策研究所が公表した「研究綸文に着 目した日本の大学ベンチマーキング

2011」は、研究分野ごとに「強み」を持つ大学の状況を明示している。また、共引用分析な

ど他の手法によつて各大学が独自に「強み」を分析することも可能である。企業では長期的

成長を望めない事業や組織を廃止したり類似の事業を統合して、一般費や販売管理費の

効率化を図り、それらによつて生じた資源を「強み」をもつ事業等へ配分している。大学はあ

くまでアカデミックな存在であり、企業と同じ経営手法をそのまま適用することはできない。し

かし、海外の大学では、長期的成長が望めない分野や都局の抜本的見直しが常に行われ

ており、それが大学自体の競争力を生み出している。その点で企業的なシステムを一部取

り入れていることは明らかである。―方、日本の大学では、「民間的経営手法の導入」が求

められていながら、都局等単位組織ごとの教育研究評価に基づく資源配分の見直しが行わ

れず、また大学全体の経営改善や組織再編が進んでいない(図表 7)。

図表8

外国人研究者の入国者数

区 分 2006 増減

入■者数 10.857 9,902 △ 895

※出典:法務省登録外目人統計表
:※

外国人研究:在日資格が「教授J「研究Jの合計:       :

(2)対応方針

上記に述べたような課題は、現状の日立大学の制度上の不備が原因なのか、あるいは現在の

組織のマネジメント能力に問題があるのか、本部会ではこの二つの評価について様々に異なる

意見を変わした.

その結果としてまず、法人化の政策によつて目立大学は現状でも学長のリーダーシップの下、ト

ップダウンの改革を行うことが可能となつていることは指摘しておきたい。学長の権限については、

「目立大学法人を代表し、その業務を総理する(目立大学法人法第11条第1項)」と法定されている。

つまり、制度上国立大学の学長は、あらゆる権限を行使し、トップダウンで改革を押し進めること

が可能になつている。しかしながら、それが必ずしも機能しているとは言えない。法人化から十年

が経過しようとする現在、各国立大学は、改めて法人化の趣旨に立ち返り、制度の下で期待さ

8

言劇 鵬 働 幽 凛 “ 四 嗜



れている組織運営を確実に行うべきである。それが阻まれているのは、日立大学がこれまでずつ

と国の資金で守られて来たために、組織に業み付いたルールを打破する気概が生まれていない

からである。

だが同時に、大学改革の遅滞の責任を各国立大学の執行部が有すべき運営能力の不備のみ

に帰するべきではない。各大学がマネジメント改革に取り組もうとしている現状を鑑み、国が大学

のシステム改革を側面から支援する施策を講じる余地はまだあると言える。これらの支援が行わ

れながら、学長リーダーシップによる実行が両輸として機能することが重要である。

以下では、本部会で議論になつた論点について、大学システムの改革に際して国が改めて考

慮すべき論点を中心に明示したい。

① 大学学長職の権限の明確化

国立大学長の権限が法律上すべて可能である(「総理する」)とのみ記されていることは、強

大な権限への警戒を生み、逆説的に学内における学長の立場を弱くしている。学長職の権限

の具体的内容・範囲を国が改めて明確にすることは、大学本部のマネジメントカを高め、改革

の実行を促進するうえで極めて有効である。

② 学長を支援する体制の充実

学長がそのマネジメントカを十全に発揮するためには、高度な専門性を有する人材が大学経

営を補佐する体制があることが望ましい。例えば、アメリカの研究大学のプロポストのような、学

長と教授陣の橋渡しを行うとともに、学内の研究全般の日利きを行う存在を置くことが考えられ

る。これにより、各組織(部局)の状況を正確に把握し、資源を重点配分することにより、新たな

挑戦的分野を切り開き、大学主体の研究マネジメントを推進することが可能となる。

③大学の長期ビジョンを推進する資金配分

国は、運営費交付金等の削減によって、学長が大学として戦略的に取り組む事業に必要な

財源を確保できない状況なども勘案しつつ、各国立大学が互いに切磋琢磨する中で、優れた

成果を上げたものが報われる資金配分の新たな仕組みの構築を検討すべきである。各学長は

その責任と権限において、強化すべき機能に即した事業計画を提出する。第二者機関の評価

に基づき、優れた大学の長期ビジョンに対して、所要の経費を非平率的かつ時限的に配分する

とともに、提出した計画の進捗状況をモニタリングして、資金配分の増減を行う.これらにより、

大学が努力を重ね向上していく姿を国民に明示し、また、大学同士がビジョンや運営について

競い合うという環境が構築されねばならない。このような仕組みは、本来、全大学を対象とする

ことが望ましいが、費用対効果の観点から、世界トップレベルの大学と競争する力のある研究

大学を中心に取組を進めることを期待する。

④ 組織(部局)単位での新たな会計基準制度の構築

学長や役員会が大学全体の組織経営を最適化するためには、前提として判断の根拠たる学

内の各組織(部局)単位での状況が正確に把握できる状態にあることが不可欠である。国は、

収支の状況把握にとどまっている現行の会計の在り方を改め、組織単位での費目の詳細が明

らかになる新たな会計基準制度を早急に確立すべきである。その場合、新たな制度の設計・導

入及び周知に一定の期間が必要であること、現行の中期目標期間中に制度を変更することに

より現場に混乱を生じることが懸念されることを踏まえ、次期中期目標期間から運用することが

適当である。なお、将来的には財務状況を学科・専攻単位で明確にすることも視野に検討が進

められることが望ましい。また、新たに明らかとなる組織ごとの会計結果は毎年公表されるべき

である。

⑤ 適切な相対評価と資源配分への反映

グローバル化が進み、国際的競争が激しくなる中で、これに対応するため民間企業では

SWOT分 析に基づく業種・組織再編を行つており、海外では上述の「世界大学ランキングJで世

界の上位に位置付けられている英国の大学でも、研究業績評価結果等を踏まえ部局を再編し

ている。このような取組は世界的な動きとして今後ますます進む中にあつて、我が国の大学にお

いても適切な相対評価に基づく運営費交付金等の資源配分や組織再編等が柔軟に行われる

べきであり、こうした取組を求める声は産業界からも強い。

一方で、大学には、これまで先人が蓄積してきた人類の叡智を将来の世代に伝えていく責務

があり、この点にも十分に配慮する必要がある。教育及び研究の評価の在り方に関しては、評

価基準の設定、モニタリングの方法、評価者の養成確保など、種々の課題があり、全体システ

ムの構築は容易ではないが、適切な相対評価と資源配分への反映なくして、国立大学法人制
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度の PDCAは 回らない。日及び大学関係者は、大学の責務を踏まえつつ、この課題への取組

を急ぐ必要がある.

⑥ 特色ある研究大学の形成

我が国の基礎研究力に関わる諸指標の向上に向け、各大学が自ら「強み」を特定し、国際的

な競争力をもつ領城をコアとして学長のリーダーシップの下に強化し、特色ある研究大学を形

成することが強く求められる。

また、コアとなる拠点を真に国際的なものとするとともに、研究環境での人材面の多様性を確

保するためには、大学における人材の国際化が不可欠である。大学における取組が進んでい

ない現状(図表7)を踏まえ、国はまず、国際共同研究については競争的資金を共同研究者であ

る国外の研究者にも開放することや、競争的資金の申請の際に国際共著であるかを明記させ

評価項目とすること等に早急に取り組むべきである。また、所属研究者の30%以 上を外国人と

している世界トップレベル研究拠点(WPI)は先端的な取組として高い成果を上げていることを

踏まえ、その拡充及び成果の確実な展開についても検討すべきである。

<3-2.人 事制度 (マネジメント)改革>

(1)改 革すべき課題(問題の所在)

① 近年、大学における若手研究者の正規ポストが大幅に減少しており、特に年齢が若くなる

ほどポストの削減幅が大きくなつている(図表9)。それに伴い、安定的な雇用が保証されなく

なつていることが、若手研究者にとつて研究職の魅力を低下させ、博士課程進学を躊躇させ

ていることも大きな課題である。人材育成は大学に課せられた大きな使命であることを踏まえ

れば、今後の基礎研究を支える着手研究者が教育研究活動を向上・発展させる場である正

規ポストの確保は急務である。

図表9

日立大学の着手教員 (正規)人 口の推移

1998年度 2∞1年度 2004年度 2007年度 2010年度 増減(人) 増減(96)

25崚未満 7

25曲～30戯未満 -1.524 -61.21

30歳～35麟未満 7.69“ 6.84G 6.045 5.693
-2,244

35由～40歳未満 10.コ収 10.2側 10.19G -4鮒

計 21.235 20.11嘔 18.475 17.543 16.80Ю
…4,375 -20.鶴

(出典 )文 部科学省 「学校教員統計■査」に基づき内閣府作成

② 科学技術の高度化に伴い高性能な装置が導入されるなど、基礎研究の実験段階から応用

に至るまで、研究者だけでは研究を実施・継続することが困難となつており、技術者や知財専

門家等様々な研究支援者が参画することが不可欠となっている。他方、大学や研究機関で

は基盤的経費の不足から、これらの人材を経常的に雇用口確保することが難しくなっている。

例えばノーベル賞を受賞した山中教授が所長を務めている京都大学の iPS細 胞研究所

(CiRA)では9割が有期雇用となつている(図表10)ように、研究支援者の多くが競争的資金

による有期(非正規)契約により雇用されており、不安定な身分の中で研究活動に従事して

いる状況にある。

図表10

`2112♯10月凛在}

● CIMの 雇用の実鵬

敏織員:198人 五境麟舞

24A l l l ,も,

非正鷲菫用の人件費 的8億円′年

目からの研究費(1年-5年 単位)で盤用

出典:科学技術イノベーションを巡る課題～ノーベル生理学・医学賞受賞を契機として～山中教授説明資料

(2)対 応方針

① 着手研究者雇用のコンソーシアム制度の構築

深刻な状況にある大学における若手研究者の正規ポスト不足を改善するため、特に研究大

12
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学において研究人材全体の人事評価に基づく種々の工夫・努力を行うことが求められること

は言うまでもない。その上で、若手研究者への適切な雇用枠を確保することは現実的に容易

ではないことを踏まえ、複数の大学によリコンソーシアム(大学群)を形成し、ある程度長期間、

若手研究者の雇用を確保するような仕組みの検討を行うことを提案する。また、この仕組みを

通じて、若手研究者の安定的な雇用を一定期間確保しつつ、機関間を移動する流動性は持

たせ、どこの機関に採用されるかについての研究者としての競争原理は働かせる必要がある。

さらに、コンソーシアムでの雇用継続については、若手研究者に対する評価を行つて決定する

仕組みとすべきである。なお、各大学において、若手研究者比率に関する目標を定めて、長期

的な取組を行うことは有意義と考えられる。国は、そうした取組を行う大学に対して適切な支

援を行う方策を検討することが望ましい。

② 研究支援人材を安定的に確保する方策の構築

研究支援人材を安定的に確保する方策としては、④各大学等が独自に雇用する、◎別組織

(大学が10096コントロールする中間法人等)で一括して雇用して大学等に派遣する、⑥資金配分機

関で雇用する等の案が考えられる。このうち、別組織が雇用し、当該組織での雇用を保証した

上で、期間を限定して研究プロジェクトを実施する機関に派遣する形態などについて、国はその

実現に向けて、大学等のマネジメント改革を促しつつ、法律改正の要否を含め種々の課題につ

いて更に検討すべきである。

その際、研究支援人材に必要な知識や能力をそれぞれの職種に応じて検討することも必要

である。特に、研究開発内容について一定の理解を有しつつ、研究資金の調達B管理、知財の

管理・活用等をマネジメントする人材であるリサーチ・アドミニストレーター(URA)が 各大学にお

いて活用され始めた現状等を踏まえつつ、URA制 度の普及・定着も進めていく必要がある。

なお、早急な対応が求められる中、当面の方策として、研究大学等において研究支援人材

の雇用に向けて人事交流協定を結ぶコンソーシアムを構築すること(上記①の一環)が考えら

れるところであり、このような動きが進むことを期待する。

<3-3.競 争的資金改革>

(1)改 革すべき課題(問題の所在)

この競争的資金には、科学研究費助成事業(以下、「科研費」という。)をはじめ、各府省の

研究資金など様々な資金が存在し、それぞれに改革すべき課題が見られる。しかし、この部

会では、このうち基礎研究を支える我が国最大の中核的な競争的資金である科研費をまず

取り上げることとした。

科研費は、研究者の自由な創意に基づく独創的・先駆的な研究に対して支援を行う資金で

あり、競争的資金全体の6割 (2,566億 円)を占め、約 26万 5千人・約 1,700機 関が登録し、

毎年約6万 4千 件の研究課題を支援する資金としての意義・有効性を訴える声は研究者の

中に多い。これに対し、平成 13年 度から22年 度の 10年 間で科研費の総額は約 400億 円

(20%)増 額して(図表11)おり、厳しい財政状況が続く中にあつて、突出した伸びを見せてい

る一方、既述のとおり、この間の研究論文数は伸び悩んでいる(欧米諸国が平均 30%以 上、全

世界平均でも5996の伸び率を示しているのに対して、我が国においては 14%)。このような状況にあ

るのは G7で 我が国のみであつて、大学の基盤的経費の削減や科学技術関係予算の伸び

率の縮小等の影響もあわせて、その原因を考える必要があるが、科研費等競争的資金によ

つて支えられる研究が少なくないことも踏まえ、競争的資金の在り方を考え直す時期にきてい

る。

図表11

科研費:予算額の推移

現在、研究を行う資金は競争的に配分されており、我が国全体の競争的資金の総額は

4, 2 5 5億円に上っている。
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② 大学等においては基盤的経費が大幅に減少している(日立大学法人運営費交付金が法人化

後7年間で888億円(7.2%)減少している(回表6))ため、研究室を維持する上で競争的資金を

獲得することが必須になつている。そこで、資金を確実に獲得することを優先して挑戦的な

研究計画を避ける、あるいは、大型の研究費を狙わずに採択可能性が高い研究種目に申

請を行うという傾向が広がつている。この結果、小規模な研究種日に多数の応募が行われ、

審査業務の負荷が増している。また、書類作成等外部資金獲得努力の時間が増えたこと

により、研究支援人材等の不足(図表12)とも相まって、多くの研究者から更に研究時間が

奪われるという悪循環に陥つている。

図表12

… ″副 勲 :書

… 奪 11■3    軍 Ψ
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(2)対応方針

① 科研費の資金配分の在り方の見直し

研究のための競争的資金と綸文数には単純な相関関係があるとみるべきではなく、双方

を安易に関連付けて検討することには慎重であるべきとの意見もあるが、多額の国費が投入

されている以上、その効率化を図るとともに、意義0必要性を国民に対して明らかにする必要

があるのは当然である。          ・

論文のいわゆる量と質にかかわる指標が低下している現状を踏まえ、競争的資金全体の制

度設計を総合的に見直す必要があるが、科研費はその中で競争的資金全体の6割を占める

中核的な競争的資金であり、他の競争的資金に与える影響も大きいことから、制度の意義・

有効性を踏まえ、資金配分の在り方について見直しを率先して進めるべきである。

その際に以下の見解について留意する必要がある。

i)平 成21年 度に提言されている「研究成果をより国民や社会に還元するため、各年度において

個々の研究成果を登録・公開するデータベースを構築」することについては、現在、「科学研究

費助成事業データベース(KAKEN)」により研究成果等が広く公開されているが、よりわかりやす

い形で研究成果の公開が行われるよう、第二者機関による評価の導入を含め制度全体につい

て評価を行うべきである。

1)世 界的にインパクトを与える独創的な研究を数多く支援することが重要であり、将来新たな研

究領城を切り開くような独創的で挑戦的な研究が採択されやすくなるよう、審査の在り方を含め

見直しを行うべきである。

iii)萌芽研究や基盤研究 Cの ような研究の初期フェーズであり、比較的少額な区分については、

多くの研究者が幅広く競争的資金を得られるとすることは重要だが、基礎研究の発展を考えれ

ば、人文学や社会科学、理論研究など、必ずしも高額の研究費を必要としない研究分野もあり、

一体の対応はできず慎重な意見もあるものの、新たな課題にチヤレンジする姿勢を洒養するよ

う、類似の研究課題については、原則として同一区分で応募できる回数は制限することを検討

すべきである。また、新たな課題にチャレンジする姿勢を洒養するために、複数区分への応募を

認めるとともに、その一つは既存のどの分野にも属さない課題を受け付けるための新たな区分

|   を 設けた上で、そこに必ず申請させることとすべきである.

¨
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(出典 :文部科学省目立大学法人後の現状と課■について(中間まとめ) )

③ 科研費の分野は、約300に 及ぶ。申請内容を適正に審査する観点から細日化することは

不可欠であるとする一方、このように数多く分けられた細目を前提に、そこに申請することとし

ていること自体、新たな領域に果敢に挑戦しようとする研究者の積極的な姿勢を損なつている

のではないか、効果的な審査を行うために資金配分機関の態勢を強化するべきではないか、

等の意見がある。
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|     さ らに、何回かの申睛を経て、ある程度資金規模が大きくなった研究の中から早期に日利き |

|    に よつて優れた研究をトップダウンで選び出し、これに集中的・継機的な支援を行つていけるよ |

|    う 、例えば、戦略的綱遺研究推進事業のような競争的資金と科研費の効果的な接続を回るな |

|    ど 、競争的資金全体における段階的な体系が構築されることが重要である。このような体系を |

i    よ り効果的なものにするために、トップダウンで遇ぶ上位の段階においては我が目が「強み」を |

|    も つ分野や、今後力を入れていくべき分野に経費の傾斜的配分を行うとともに、当餃分野の課 |

1    題 については採択も重点的に行つていく必要がある。                  |

1   市 )世 界的な水準を目指す研究は規模も大きいことから、研究計日の策定や研究プロジェクトの |

|    マ ネジメント等を研究者だけで行うことには限界があるといわざるを得ず、このような大規模研究 |

|    に ついては、研究支援者の措置等も含め、検討を進めることが望ましい。

i   v )競 争的資金の基金化については、最先端研究開発支援プログラム(FIRS T )で実施(平成 |

1    2 1年 度)したことを嗜矢として、科研費についても平成 23年 度に3種日、平成 24年度に2種目 |

が基金化され、新規採択課題数の約9割が基金化の対象となつている。これにより、研究計口 |

の変更が必要となる場面で研究費の効率的な使用が可能となつたり、繰越しの事務コストが低 |

滅される等のメリットがあり、研究の活性化・成果向上や研究費の効率的な使用等に寄与する |

と考えられており、そのメリットを高く評価する意見が多くの研究者から寄せられている。    |

このため、科研費の全種目における基金化の実現を求める声が強いが、基金化が綸文の生 |

産性や買の向上にどのような効果があるかは未だ十分に明らかになつていない。今後、基金化 |

の対象になるのは大規模な研究種目が中心であることを踏まえ、効果検饉とその結果の公表 |

|    を 行い、日民の理解を得るよう努めるべきである.                    |

② 間接経費の定義の再検討

各研究者は、我が国の競争的資金における間接経費のもつ意味を本来の趣旨に沿つて見

直すことが必要である。個々の研究者は、大学等の組織に属し、その組織の社会的立場に

依拠しつつ、組織内の施設を使用しているために研究を遂行することができるのであり、間

接経費とは、このような研究者の環境を支えるための経費であることを踏まえ、被配分機関

の長の責任の下で適切に使用されるべきものである。国はこのような考えの下に、直接経費
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を確保しつつ、間接経費の 30%措 置を確実に進めるべきである。

<4。その他>

① 総合科学技術会議では、平成 21年 度に基本政策専門調査会から「基礎研究強化に向け

て講ずべき長期的方策について」報告書を取りまとめている。そこでは「基礎研究強化に向け

た研究資金の改革」、「基礎研究強化に向けた研究人材の育成」、「国際競争力の強化を目

指した拠点の形成」について具体的事項が提言されており、それらの中には「運営費交付金

等の確保」、「研究成果の公開」、「大学等の構造改革による若手研究者ポストの確保」等、今

回の議論で取り上げられたものも少なくない。これら提言が確実に実現されるよう、関係府省

に対して実施を強く求めるとともに、その進捗状況を定期的に確認することや、実施されてい

ない事項についてはその理由を明らかにするよう求めることとする。

② 「基礎研究及び人材育成部会」では、今回の報告事項を含め、第4期科学技術基本計画

第Ⅳ章に掲げる「基礎研究及び人材育成の強化」のための具体的方策について、引き続き検

討を進める。
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「国の研究開発評価に関する大綱的指針」
改定について(概要)
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国の研究開発評価に関する大綱的指針のポイント

1. 改定の経緯

各府省においては、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(平成20年10月31日 内閣総理大

臣決定)に沿つた評価指針等を策定し、これに基づき評価を実施。

第4期科学技術基本計画(平成23年8月19日)において、科学技術イノベーション政策における
PDCAサ イクルの確立が謳われており、そのための研究開発評価システムの改善及び充実が必要。
総合科学技術会議における意見具申を受け、内閣総理大臣により決定(平成24年12月6日)。

今後、各府省は、大綱的指針の改定を受け、評価指針等を改定(策定)し、評価を実施。

2。課題と方向性

。 現 状の研究開発は、施策の日標に対する各研究開発課題の位置付け、関連付けが不明確。結

果として各研究開発課題の総体としての効果が十分に発揮されているとは言えない状況。

>政 策課題を解決し、イノベーションを生み出していくためには、研究開発課題や研究資金制度を

研究麗競プ理グユム墨 ■設農くプ聾グ壷ム訛劇LA薇切盤澪鶯を実施することを通じて、次の量
究開発につなげていくことが重要。

(1)研究開発プログラムの暉価の導入
0研 究開発課題の有機的な関連付けによるプログラム化及び競争的資金制度等の研究資金制度のプログ

ラム化
● 府省及び研究開発法人等を対象
● 評価部門の運営の独立性に配慮、マネジメント体制を強化
● 追跡調査の実施、追跡評価の対象拡大
● 評価結果を研究開発プログラムの改善又は中止などに適切に反映

(2)アウトカム指楓I磁る日標の観定の促遭
● 取り組むべき課題に対応した目標(アウトカム指標等による目標)の設定と達成状況の把握
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第4期科学技術基本計画(平成23年 8月 19日 )(抄 )

V。社会とともに創り進める政策の展開
3.実 効性のある科学技術イノベーション政策の推進

(4)科 学技術イノベーション政策におけるPDCAサ イクルの確立

② 研究開発評価システムの改善及び充実
<推 進方策>

◆ 国は、研究開発の各階層(政策、施策、プログラム又は制度、研究開発課題)を踏まえた研究開発評価システム

の構築も含め、科学技術イノベーションを促進する観点から、研究開発評価システムの在り方について幅広く検
討を行い、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」について必要な見直しを行う。

◆ 国及び資金配分機関は、ハイリスク研究や新興口融合領域の研究が積極的に評価されるよう、多様な評価基準
や項目を設定する。研究開発課題の評価においては、研究開発活動に加えて、人材養成や科学技術コミュニ

ケーション活動等を評価基準や評価項目として設定することを進める。また、それが有効と判断される場合には、
世界的なベンチマークの適用や海外で活躍する研究者等の評価者としての登用を促進する。

◆ 国及び資金配分機関は、優れた研究開発成果を切れ目無く次につなげていくため、研究開発が終了する前の適
切な時期に評価を行う取組を促進する。

◆ 国及び資金配分機関は、評価の重複や過剰な負担を避けるため、他の評価結果の活用を通じて、研究開発評
価の合理化、効率化を進める。

◆ 国は、評価に関する専門的知見や経験を有する人材の養成と確保を進める。国は、大学及び公的研究機関が、

業務運営のための情報システムを研究開発評価にも活用できるようにするなど、評価を効果的、効率的に行う事
務体制を整備するとともに、これに携わる人材の養成やキャリアパスの確保を進めることを期待する。



当面のスケジュール (予定)

0第 10回

平成 25年 1月 22日 (火) 15:00-17:00

(内閣府 合 同庁舎4号 館 共 用第 2特 別会議室)

0第 11回

平成 25年 2月 15日 (金) 15:00-17:00

(内閣府 合 同庁舎4号 館 共 用第 2特 別会議室)

0第 12回

平成 25年 3月 29日 (金) 15:00-17:00

( 未 定 )



ライフイ ノベーション促進のための仕組みの改革について

(中間とりまとめ)

平成24年 12月

ライフイノベーション戦略協議会

1. 検 討の背景

第4期 科学技術基本計画に基づいて、総合科学技術会議に設置されたライフイノベーシ

ョン戦略協議会 (以下、「協議会」という)で は、ライフイノベーションに係る平成 25年

度科学技術重要施策アクションプラン (以下、「アクションプラン」という)を 策定すると

ともに、その実現に向けた仕組みの改革について検討を行った。

アクションプランの策定では、「心身ともに健康で活力ある社会の実現」及び 「高齢者 ・

障がい者が自立できる社会の実現」を目指すべき社会の姿とし、その実現のための政策課

題として 「がん等の社会的に重要な疾患の予防、改善及び治癒率の向上」、「身体 ・臓器機

能の代替 ・補完」、「革新的医療技術の迅速な提供及び安全性 ・有効性の確保」、「少子高齢

化社会における生活の質の向上」の4課 題を取 り上げた。また、政策課題の下に8つ の重

点的取組を設定 し、関係府省から施策提案を受け、 30施 策を対象施策として特定 したと

ころである。

今般、協議会は、アクションプランを進めるための仕組み改革について、その検討結果

をまとめたので報告する。

2. 改 革すべき点

アタションプランについては、同一領域に複数府省からの施策提案が認められた。複数

の府省から細分化された研究費が配分されているため、国全体としての総合戦略を欠いて

いる場合が少なくない。各府省が得意な分野に基づいて適切な役割分担を行い、連携して

研究施策の立案及び推進にあたることは、課題解決の迅速化につながることが期待される

ため、さらに強化することが必要である。

一方で、戦略性を高め、連携を真に実りあるものとし、課題解決に向けた研究成果の向

上を図りつつ、研究の効率化、迅速化を行うためには府省を越えた強力なプログラムマネ

ジメント及び国全体としての総合戦略立案、すなわち司令塔機能が求められる。現在その

機能は必ずしも十分ではなく、特に医薬品、医療機器、再生医療等の開発研究が実用化の

段階に近づいている研究領域では、府省を越えた強力なマネジメントが必要である。

また、第4期科学技術基本計画においては、ライフイノベーション推進のためのシステ

ム改革として、レギュラトリーサイエンスの充実 。強化、審査機関の体制整備、医薬品等

の審査指針や基準の策定、官学民を挙げた創薬 ・医療技術基盤の整備、国際基準に基づく

臨床研究の実施、バイオベンチャーの支援等を掲げている。これらのシステム改革は関係

省庁の取組のもと推進されつつあるがイノベーションを推進するための基盤のさらなる充

実が望まれる。加えて、基礎研究の成果を実用化しライフイノベーションに結びつけるた

めには、評価 。審査 ・資源配分体制の確立、大学等のシーズの発掘から事業化までの切れ

目ない支援、産学官連携機能の充実 。強化、国民への分かりやすい情報提供と広報及び国

民参加の仕組みの充実などに不断の仕組みの改革が必要である。このため、基礎から応用、

開発の段階に至るまで、産学官の多様な研究開発機関が結集し、非競争領域や前競争領域

における共通基盤技術の研究開発及び競争領域における緊密なる連携を中核として、「協調」

と 「競争」によって研究開発を推進するオープンイノベーション拠点を形成するとされて

いる。また、革新的な医薬品及び医療機器につながる新たなシーズの創出に向けて、バイ

オベンチャーを長期的視点から支援するための取組を進めることとされている。バイオベ

ンチャー支援のための資金の供給に関しては、財政投融資等といった制度があるが、バイ

オベンチャーの育成という観点からは十分に機能しているとは言えない。

3.対 応方針

(1)府 省を越えた課題達成型研究開発プログラム注)の創設と推進

複数の府省から細分化された研究費が配分されている現状を改善するために、国全

体としての科学技術総合戦略を描くための司令塔機能を充実させることが必要であ

る。例えば、各研究事業の情報を含めた科学技術予算の全体像を共有する仕組みを構

築し、そのうえで、重要政策課題への対応を協議決定する等、関係府省と連携し、科

学技術予算全体の調整を行うことが考えられる。

重要な政策課題に対して府省を超えた先端医療開発特区をさらに発展させた研究

開発プログラムを設定し、強力な専任プログラム・マネージャーを設置することを検

討すべきである。プログラム・マネージャーはプログラムの推進と目標達成に責任を

有し、予算の調整権限も含めた統括マネジメントを実施する。また、先端医療開発特

区等の成果を踏まえ、イノベーションの陰路となる規制や制度を特定し、改善策を提

案するとともに、より確実に社会への還元を促す新たな開発の枠組みを構築する。

以上の取組みにより、ライフサイエンス研究の実用化に向けての効率化、加速化

が期待できる。

注)「プログラム」とは、より上位の施策の目標達成に向けて、研究開発課題を含む各手段を組み立てた計画や



手順に基づ く取組である。

(2)イ ノベーションを推進するための基盤の充実

今後、構築が予定されている創薬支援ネットワーク、臨床データを含めたライフサ

イエンス分野のデータベース統合、バイオバンク整備、質の高い臨床研究の推進等は

イノベーションを推進するための重要な基盤であり、総合科学技術会議は、これらの

事業が着実に推進され、実際に活用されるよう支援することが望まれる。課題達成の

ためには、これまで各府省が独自に整備してきた各種の研究基盤についても、積極的

に共用できるようにする必要がある。特に、多施設間で進める大規模なコホー ト研究 ・

パイオバンクに関しては、中長期的に国民に還元されるべき成果の在り方を踏まえ、

例えば個人から収集する情報 ・生体試料の取扱いの運用方法や仕様の共通化、情報 ・

試料のデータベース化を義務付けるなど、オールジャバンでの相互連携や一体的推進

を目指すための検討を進めることが望ましいと考える。

創薬支援ネットワークについてはアカデミアの優れた研究シーズやアイデアが医薬

品として実用化されるよう、国として産学官の連携を推進することが不可欠である。

そのため、医療イノベーション 5か 年戦略に基づき、この創業研究に対するシームレ

スな支援を着実に実現するとともに創薬関連の公的競争的研究開発資金の効率的、一

体的な執行についても、その機能を創薬支援ネットワークヘ段階的に集約することを

含めて検討することが必要である。

また、公的研究資金を利用したライフサイエンス分野の研究成果をデータベースセ

ンター拠点に統合すること、また、公的研究資金の配分にあたっては、例えば、本デ

ータベースに研究成果であるデータの提供を要件として課すことについて、検討する。

革新的な医薬品及び医療機器の創出の基礎となる質の高い臨床研究を推進するため

に、わが国で整備が進んでいない臨床データなど医療情報データベースを構築し、医

療情報を有効に利活用するためのインフラ整備や、二次利用のためのルールなど法制

等の整備、また、全国規模と同時に各産学連携拠点にリンクした病理組織リソースセ

ンターを含む各種バイオバンクの整備、コホート研究などを一体的に推進すること等

が求められる。これらによって、臨床研究の充実のみならず効率的な医療の提供等の

医療イノベーションが期待できる。国際水準の臨床研究や医師主導治験の中心的役割

を担う臨床研究中核病院の整備を着実に進めていくことも臨床研究の質の向上につな

がる。

以上の取組により、ライフサイエンス研究領域のオープンイノベーションの推進が

期待できる。

(3)革 新的医薬品、医療機器、再生医療の実用化支援の充実

既存のパイオベンチャー支援の仕組みを拡充あるいは見直しするとともに、産官マッ

チングファンドの投入を検討すべきである。これらの産学連携拠点やバイオベンチャー

支援等により革新的医薬品及び医療機器、再生医療の実用化の促進が期待される。また、

現在までに審査当局による開発初期からの薬事戦略相談の開設、臨床研究中核病院の整

備は端緒についたところであるが、引き続き審査体制の整備、強化、レギュラトリーサ

イエンスの充実、強化を進めていく必要がある。また、希少疾病用医薬品 ・医療機器の

開発支援の充実強化が望まれる。

なお、再生医療及び医療機器については、その特性に応じた医薬品とは別の規制のあ

り方が必要である旨の意見が複数の構成員から提出されたところである。これについて

は、厚生労働省において薬事法の改正等が検討されていることから、継続してその進捗

を見守ることとしたい。

以上の取組により。大学等におけるライフサイエンス領域の基礎研究の成果を革新的

医薬品 。医療機器、再生医療の実用化へと結びつけることが期待できる。

4. おわりに

ライフイノベーション戦略協議会が設置され、短期間でアクションプラン及び仕組みの

改革の検討を行ったこと、PDCAサ イクルの最初のサイクルであったことから、総ての課

題について十分な検討を行うことは困難であったため、府省横断組織やマネジメントのあ

り方、施策の評価を含めた政策循環全体の具体的手法、国民への情報提供と国民参加のた

めの施策など残された課題については引き続き検討を進める。


